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はじめに 

 

(1)今回の答申の背景と経緯 

中国地方全体で、少子高齢化・人口減少社会の到来、地球環境問題の顕在化、

ＩＴ化等の技術革新による新たな交通サービスの登場など地域を取りまく環境は

急速に変化している。また、観光を核とした地域振興が政府全体の大きな政策課

題になる中で、中国地方における実効的な観光振興策の具体的なあり方が求めら

れている。 

このような新たな状況の下で、各種運輸事業法の改正により需給調整の手法を

持たない地方運輸行政として、各地の公共交通サービスが地域の利用者の期待に

応えつつ社会的な使命を発揮できるよう支援していくためには、地域のニーズを

きめ細かく把握し、それへの最適な改善手法や支援措置を提供し、関係者のコン

センサス形成を支援する新たな運輸行政モデルの構築が急務になっている。 

中国運輸局は平成 14 年 7 月 1 日にこうした問題意識を念頭に企画機能の強化

等を柱とした組織再編を行っており、その具体的な運輸行政モデルの構築を求め

て、中国運輸局長から平成１５年３月２８日、「２１世紀初頭の公共交通サービ

スと観光振興のあり方について」の諮問を受けたところである。当審議会は、中

国地方全体の今後１０年間の変化を視野に入れ、国、地方自治体、公共交通事業

者等のコンセンサスを得つつ、中国地方における課題を把握・整理した上で、中

国地方全体の公共交通政策及び観光振興政策の中長期的な施策指針を策定し、答

申することとしたものである。 

 

(2)答申の諸前提 
 
①目標年次 

概ね１０年後の平成２７年（２０１５年）を目標とする。 

なお、答申後は、概ね年に１回の頻度で計画に盛り込まれた内容について、 

フォローアップを行うこととする。 

 

②対象地域 

中国地方５県全域とする。 

 

③公共交通政策施策指針の取りまとめにあたって 

（対象地域について） 
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公共交通政策の施策指針を取りまとめるにあたっては、地域のニーズをきめ細

かく把握するため、以下の４つの地域に分けて課題を把握・整理し、施策体系を

取りまとめることとした。 

 

1)中山間地域 

過疎化やマイカーの普及により、従来の路線バスについては、採算が悪化して

撤退が相次ぎ、路線バス撤退後の生活交通の確保が大きな課題となっている中山

間地域等。 

 

2)島しょ部 

急速な人口の減少等により航路収支が悪化し、生活航路の維持等が大きな課題

となっている島しょ部地域。 

 

3)地方都市 

中山間地域等を後背地に抱え、広域的な生活圏の中核的な機能を有し、広域的

な交通システムの中では、中山間地域等と中枢・拠点都市とを結ぶ重要な機能を

有する地方都市。 

 

4)中枢・拠点都市 

都市内の路面電車など鉄軌道系の交通機関を軸に多様な交通機関によって都市

圏の交通ネットワークが形成されているブロック中枢・拠点都市。 

 

（対象交通機関について） 

鉄軌道、バス、タクシー、旅客船、航空を対象とした。なお、地域交通環境に

係る部分については、これらに加え、自動車、貨物鉄道及び貨物船を対象とした。 
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第Ⅰ編 公共交通 

 

１．中国地方の公共交通を取り巻く経済・社会環境の変化 

高度経済成長期以降、国民の所得水準

の向上によりモータリゼーションは急

速に進み、中国地方においても多くの世

帯がマイカーを保有するマイカー社会

になった（図表Ⅰ－１－１）。 

また、所得水準の向上による時間価値

の上昇は、公共交通サービスに対する利

便性、快適性の要求水準を向上させ、そ

れに応えられない公共交通サービスか

ら利用者離れが続き、中国地方において

も公共交通サービスは急速に縮減して

いった（図表Ⅰ－１－２）。 

さらに、マイカー社会の進展に伴い、

郊外の幹線道路沿いに大規模な商業集

積が形成され、駅等を中心とする既存の

中心市街地の空洞化が進んでいる（図表

Ⅰ－１－３）。 

こうした中、中国地方においては、全

国の他地域に比べ早期に人口減少時代

に入り、これに加えて、中山間地域や島

しょ部では、大都市部への人口集中によ
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図表１－１－１ モータリゼーションの現況 

図表Ⅰ－１－２：モータリゼーションの進展等 
による公共交通の衰退 図表Ⅰ－１－３：駅の求心力の低下 
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り過疎化や高齢化が進み、公共交通サービスが消失する地域も現れている。 

他方で、広範な分野で急激に進展しているＩＴ化は、公共交通の活性化にも大

きく貢献すると考えられる。 

こうした中国地方の公共交通を取り巻く新たな経済・社会環境の変化要因を概

観すると次のとおりである。 
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(1)「右肩上がり」時代の終焉 

 
①人口減少と高齢化の進展～深刻な中山間地域等における対応が急務 

中 国 ５ 県 に お い て は 、

2000 年（平成１２年）度に

５県揃って人口が減少に転

じるなど、全国の他地域に比

べ早期に人口減少時代に入

っている。また、高齢化の進

展も全国水準以上に進んで

おり、2010 年（平成２２年）

度には、高齢化率が２５％を

超え、４人に１人が６５歳以

上となる超高齢社会に突入

すると見込まれている。（図

表Ⅰ－１－４） 

なお、人口減少と高齢化

は、中国地方で一様に進展するのではなく、人口規模が小さい地域ほど急速に進

むと見込まれている。つまり、中山間地域と島しょ部における人口減少と高齢化

は特に深刻であり、これらの地域の多くでは、2000 年（平成１２年）から 2015

年（平成２７年）までの１５年間で２０％以上の人口減少が見込まれるほか、

2015 年（平成２７年）には、これらの地域を中心に高齢化率が４０％以上（地

域によっては５０％以上）の超高齢社会が出現すると見込まれている（図表Ⅰ－

１－５、図表Ⅰ－１－６）。 

こうした中、中山間地域等における高齢者等の生活交通の確保や、施設整備等ハ

ードと案内誘導等ソフトの両面にわたる交通のバリアフリー化については、今後

ますます大きな課題となってくると思われる。 

図表Ⅰ－１－４：人口推移と見通し 
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資料：国勢調査、市町村の将来人口（（財）日本統計協会）

 
資料：国勢調査、市町村の将来人口（（財）日本統計協会） 

図表Ⅰ－１－５：人口推移 

 
資料：市町村の将来人口（（財）日本統計協会）

図表Ⅰ－１－６：将来の高齢化率 
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一方で、「元気な高齢者」の割合

も増えていくと見込まれることか

ら、こうした「元気な高齢者」等に

も対応した交通システムの構築や、

「元気な高齢者」等の交通ボランテ

ィア等への参加機会の創出等につ

いても検討する必要がある（図表Ⅰ

－１－７、図表Ⅰ－１－８）。 
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          資料：三原新都市ＯＤ調査（広島県）

図表Ⅰ－１－８：高齢者のマイカー運転状況等 

図表Ⅰ－１－７：年代別ボランティアへの参加意識 
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資料：経済企画庁「平成 11 年度国民生活選好度調査―国民の意識とニーズ―」
注：「ボランティアには積極的に参加したか」という質問について、「全くそ

うである」、「どちらかといえばそうである」と回答した人の割合。 
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②自治体財政の悪化と市町村合併の進展 

～シビル・ミニマムと広域交通体系の見直し 

経営採算性が困難な地域の生活交通の確保や、大規模な投資を伴う都市部の公

共交通サービスの改善は、国と自治体との協調補助で行われてきている。 

また、地方バスに対する国庫補助金交付額が減少傾向にある中で、国の補助制

度によるナショナル・ミニマム※１では満足できない自治体は、より高いレベルの

シビル・ミニマム※２を確保するため、地方単独の財政的な支援措置を講じてきた

（図表Ⅰ－１－９、図表Ⅰ－１－１０）。 

図表Ⅰ－１－９：地方バス国庫補助金交付状況推移 
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図表Ⅰ－１－１０：第二種生活路線バスの現状 

 

 資料：広島県資料 （Ｈ１４年度実績）
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しかし、中国地方の自治体は、大都市も含めそのほとんどで財政の状況が厳し

くなってきており、大きな負担を伴う従来のシビル・ミニマムは維持することが

難しくなりつつある（図表Ⅰ－１－１１）。 

こうした自治体側の財政的な制約面からも、地域交通体系のより一層の効率化

が求められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他方、中国地方のほとんどの自治体は、合併に向けた法定協議会に参加してお

り、現在の法定協議会の枠組みに沿って合併が進む場合には、中国地方の市町村

数は現在の半数以下になると見込まれる（図表Ⅰ－１－１２）。 

広域合併後の新市町では、その中心部に向けた新たな生活交通流が形成されると

予想され、また、合併前の各市町村が確保していたシビル・ミニマムのレベルの

差異の調整も必要となることから、広域的な交通体系の見直しが求められると予

想される。 
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図表Ⅰ－１－１１：市町村の財政力指数の推移 

資料：「市町村財政概況（広島県市町村税財政室）」

 

図表Ⅰ－１－１２：市町村合併の動向 

中国地方における市町村合併の状況 

平成 16 年 3月末見込み 

平成 16 年 3月 5日現在
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③都市の活力の低下～求められる中心市街地・都心部の再活性化 

中国地方の多くの都市では、中心市街地の空洞化が深刻な問題となっており、

拠点となる駅の乗降客は軒並み減少してきているほか、大都市の中心商業エリア

の集客力にも陰りが出ている（再掲：図表Ⅰ－１－３）。 

このため、中国地方の各都市においては、都市政策や商業振興政策を一体的に

進めて中心市街地や都心部の商店街に人の流れを呼び戻そうとしているところで

あり、公共交通の利用促進策においても、こうした一連の中心市街地活性化施策

等と連携を強化することが求められている。 
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(2)急速な社会の変化 

 

①ＩＴ化の進展～公共交通サービス活性化への新たな起爆剤 

インターネットや携帯電話の普及に伴い、中国地方においてもこれらの手段を

通じた各種情報提供サービスも充実してきている。交通分野においても、携帯電

話等を活用した時刻表情報の提供やチケット予約などの動きが拡大してきてい

る。 

また、IC カード※３の導入は、交通ニーズにきめ細かく対応した運賃制度の導入、

乗降時間の短縮によるスピードアップ等を通じた増収、磁気式カードに比べたカ

ードリーダー（読み取り機）のメンテナンスコストの低減など公共交通サービス

の活性化に大きく貢献すると考えられる。 

さらに、ＧＰＳ※４による車両や船舶の位置情報の把握とＩＴを活用したシステ

ムによる運行（航）管理を通じて、運行（航）効率の改善、緊急時の適切な対応、

管理コストの低減が可能となる。 

また、ＧＩＳ※５を活用した交通計画策定支援シミュレーション・ソフト等の開

発・導入により、客観的な分析による自治体の交通計画の策定等が可能となるこ

とにも期待が高まっている。 

 

②ＮＰＯ等の活動の拡大～新たな公益の担い手として大きな役割 

平成１０年１２月に特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）※６が施行されて以降、

高い公益意識を持った市民組織がＮＰＯ法人として既に全国で１万を超える認証

を受けており、中国地方の各都市でもこれらＮＰＯ法人や市民団体を中心に様々

な活動が行われている。市町村の厳しい財政状況の中、地域の社会問題の解決な

どにあたって、新たな公益の担い手としてのＮＰＯ等への期待が高まっている。 

中国地方の交通やまちづくり分野においても、既にＮＰＯ等から利用者の視点

で現状が評価され、改善策が提案されているが、公共交通のあり方に関しての地

域の合意形成等を図っていく上で、行政とＮＰＯ等との連携は今後ますます重要

性を増していくものと考えられる。 
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③男女共同参画社会の進展～代行サービスなどへの新たなニーズの発生 

現在の年齢階層別労働力率は３０代を中心に女性の労働力率の凹みが見られる

が、今後、男女共同参画社会の進展に伴い、潜在的労働力率※７へ近づいていくこ

とが見込まれている（図表Ⅰ－１－１３）。 

男女共同参画型社会においては、買物、子供の通園通学、親の通院等の送迎の

代行など交通を伴うサービスへのニーズも高まると予想される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④すべての人にとっての移動円滑化～ユニバーサルデザイン思想の浸透 

(1)①で見たように、他に例を見ない急速な高齢化が進んでいることに加え、障

害のある人も障害のない人もともに生活し、活動する社会を目指す「ノーマライ

ゼーション」や誰もが使いやすい施設等のデザインを目指す「ユニバーサルデザ

イン」の考え方も広がっている。 

このような状況からも、高齢者・障害者等を含むすべての人が安全に、そして、

安心して生活し、社会参加が図られるよう、自宅から交通機関、まちなかまで、

ハード・ソフト両面から連携したバリアフリー環境を整備することは、喫緊の課

題となっている。 

30.3%

81.3%

62.1%

45.5%

32.9%

74.6%
72.8%

81.6% 78.7%

73.3%

82.7%

15.7%

58.4%

68.2%

72.7%70.1%

62.3%

59.8%

71.1%

17.5%

71.9%

13.8%

39.5%

72.0%

93.9%96.3%97.2%97.7%97.8%97.2%
96.4%

17.9%

72.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

15～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65～

女性の

潜在的労働力率

H13年度（女）の

労働力率

H13年度（男）の

労働力率

資料：総務省「労働力調査」 

  ：総務省「労働力調査特別調査」（平成13年8月） 

注：年齢階層別潜在的労働力率＝（労働力人口（年齢階層別）+非労働力人口のうち 

就業希望者（年齢階層別））／１５歳以上人口（年齢階層別） 

図表Ⅰ－１－１３：性・年齢階級別労働力率と女性の潜在的労働力率 
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(3)地球の将来に関わる環境問題のカギを握る交通運輸 

地球温暖化を始めとする地球環境問題の顕在化により、２１世紀は｢環境の世

紀｣であると言われている。地球温暖化問題等は、わが国が将来に向かって持続可

能な社会を構築するためには、中国地方の関係者もわが国の一員として着実に成

果を上げていくべき課題である。 

 

①大気汚染問題の未解決～NOX やＰＭ削減のための取組みが必要 

まず、自動車から排出される窒素酸化物（NOX
※８）や粒子状物質（ＰＭ※９）等

によって生じる大気汚染が深刻な問題であるが、大都市圏において排出される

NOX の約５割、ＰＭの約４割が自動車部門から排出されており、このうち、NOX

においては約８割、ＰＭにおいてはすべてがディーゼル車からの排出となってい

る（図表Ⅰ－１－１４）。 

 

●自動車 NOX法特定地域における          

窒素酸化物の発生源別排出量（1997 年度） 

ディーゼル車

42%

工場・事業場

35%

その他

13%

ガソリン・

ＬＰＧ車

10%

自動車全体 52％

 
●関東及び関西における粒子状物質の発生源別寄与濃度割合（1994 年度） 

工場・事業場

19%

自然界由来

18%

その他

7%

不明分及び予

測モデルの誤

差

13%

自動車（全て

ディーゼル車）

43%

 

工場・事業場

14%

自然界由来

21%

その他

5%

自動車（全て

ディーゼル車）

43%

不明分及び予

測モデルの誤

差

17%

 
関東自動車排出ガス測定局平均                 関西自動車排出ガス測定局平均 

 

図表Ⅰ－１－１４：窒素酸化物の発生源別排出量等 

資料：運輸・交通と環境 2003 年版（交通エコロジー・モビリティ財団）



13 

 

このような状況から、首都圏等においては、一定の自動車しか登録・通行を認

めない規制が行われているところ（又は行われる予定）である。 

中国地方について見れば、大気汚染防止法※10 に基づく大気汚染状況の測定の結

果、2001 年度には広島、岡山で環境基準未達成となる測定局が存在するなど、

これら都市地域の幹線道路周辺地域等において大気汚染が見られるところであ

り、NOX やＰＭ削減のための取組みが必要である（図表Ⅰ－１－１５）。 

図表Ⅰ－１－１５：中国地方の二酸化窒素の環境基準達成状況 

資料：運輸・交通と環境 2003 年版（交通エコロジー・モビリティ財団）
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②地球温暖化問題への対応～運輸部門の CO２排出抑制が課題 

先進国の温室効果ガスの排出削減目標を定めた京都議定書（1997 年 12 月採

択）により、我が国は CO２排出量を 2008 年から 2012 年までの期間に 1990

年比６％削減することが定められている。わが国政府は、この目標の達成を目指

して、地球温暖化対策推進大綱（2002 年 3 月地球温暖化対策推進本部決定）を

定めて政府全体での取組みを進めているところである。 

それにもかかわらず、わが国全体の CO２排出量については、1990 年に比べ、

2000 年時点で８％増加しており、温室効果ガス排出量を 2012 年までの期間に

1990 年比で６％削減するという京都議定書の約束は容易に達成できるものでは

ない状況にある（平成１５年８月中央環境審議会総合政策・地球環境合同部会地

球温暖化対策税制専門委員会報告「温暖化対策税制の具体的な制度の案」より）。 

特に、わが国全体の CO２排出量の 22％を占める運輸部門は、2001 年度は

1990 年度比約 23％増と他の部門に比べて排出量の伸びが顕著に高くなってお

り、運輸部門における CO２排出量の抑制如何が政府の削減目標達成の成否の鍵を

握っていると言っても過言ではない（図表Ⅰ－１－１６）。 

運輸部門の環境問題の現状

２００１年自動車排出局達成状況

NOx ・ PMCO2

【部門別排出量の伸び】

【我が国の部門別の二酸化炭素排出割合】

（２００１年度）

運輸部門　CO2　２２．０%

伸び：運輸部門　全体　２２．８%

（１９９０年→２００１年） トラック 　１．３%
マイカー　５１．９%

トラック　３５．５%
マイカー　４８．９%

【中国地方の都市圏における環境基準達成状況】

NO２ 　　64.5%
ＳPM    25.7%

NOx  PM排出抑制必要CO2排出抑制必要

低公害車普及促進が必要

【低公害車】 電気、CNG、 ハイブリッド、燃料電池車
低燃費かつ低排出ガス認定車

ＮＯ２：広島県、岡山県が未達成

【ＮＯＸ・ＰＭ法の対策地域における環境基準達成状況】

２００１年自動車排出局
達成状況

資料：運輸・交通と環境 2003 年版（交通エコロジー・モビリティ財団）

図表Ⅰ－１－１６：運輸部門の環境問題の現状 
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③自家用乗用車からの CO２排出抑制が課題～排出量が最も大きく、増加率も高い 

運輸部門から排出される CO２の輸送機関別シェアを見ると、自家用乗用車と貨

物自動車の割合が高いが、特に増加率が高い自家用乗用車からの CO２排出の抑制

が大きな課題となっている。 

中国地方において自動車から排出される CO２排出量の動向を燃料消費量からみ

ると、2001 年度は対 1990 年度比でガソリンが約 50％増（全国平均では約

41％増）で、軽油の約 19％増（全国平均では約 23％増）に比べても顕著に増

加している。この点からも、ガソリン消費量増大の主因である自家用乗用車から

の CO２排出の抑制が大きな課題である（図表Ⅰ－１－１７）。 

 

また、モータリゼーションの進展等に伴い公共交通の利用者数は減少傾向を辿

ってきたが、２．④3)に後述するとおり、中国地方の域内旅客流動の将来予測は、

全輸送機関では流動量が増加する中で鉄道、バスといった CO２排出量原単位の小

さい公共交通機関の需要は減少する見通しである。 

以上より、中国地方において実効性のある CO２排出量抑制策が講じられなけれ

ば、中国地方の交通が全体として環境負荷が大きくなる方向に進んでいくことが

避けられない。 

ガ ソリン

貨 物貨 物

旅 客

旅 客

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

1990年 2001年

(ｷﾛﾘｯﾄﾙ)

５０％ 増

（全 国  ４１％ 増 ）

2,740,697

4,118,091

軽　油

貨物
貨物

旅客

旅客

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

1990年 2001年

(ｷﾛﾘｯﾄﾙ)

１９％増

（全国 ２３％増）

1,986,389

2,365,535

 
資料：自動車輸送統計年報(国土交通省)のデータから中国運輸局にて作成

図表Ⅰ－１－１７：中国運輸局管内の燃料消費量比較 
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④中国地方における物流の動向～モーダルシフト化率の大幅な低下 

自家用乗用車に次いで CO２排出量が大きい貨物自動車に対する CO２排出量削

減方策として、中長距離の雑貨貨物輸送において輸送手段をトラックから CO２排

出量原単位が小さい鉄道・海運に転換するモーダルシフトに期待がかかっている。 

しかし、中国地方のモーダルシフト化率※11 は、平成２年度（55.6％）から平

成１３年度（40.7％）にかけて約 15 ポイントも低下しており、同期間における

全国のモーダルシフト化率が約２ポイント上昇した（２年度：36.5％→１３年度：

38.6％）ことと比較しても大きく立ち遅れている。中国地方でモーダルシフト化

率が低下したのは、長距離トラックによる雑貨輸送の約６割の増加（分母増）と

中国地方発の長距離雑貨輸送の約４割を占めていた海運による機械輸送の約２割

の減少（分子減）の結果である。長距離トラックによる雑貨輸送の増加は、山陽

自動車道の全線開通等道路整備の進捗が一因と考えられる。他方、海運による機

械輸送の減少は、機械のほとんどを占める完成自動車の生産台数の約４割減少と

いう交通政策の土俵の外の要因が大きな影響を与えた。 

 

⑤環境負荷の小さな交通手段への転換を基軸にした環境にやさしい交通体系の構築

～モビリティ向上と環境負荷低減の両立を求めて 

将来的に交通流動量の増加が予測される中で、モビリティを低下させることな

く NOX、CO２等の環境負荷の排出が抑制された環境にやさしい交通を実現するた

めには、輸送手段を環境負荷のより小さなものに転換させていくことが必要であ

る。 

このため、中央において自動車の燃費基準や排ガス規制の強化、低公害車の開

発、モーダルシフト等が進められているが、中国地方においても低公害車の普及、

モーダルシフトの推進、公共交通機関の利用促進等を地球温暖化対策と大気汚染

対策の主要課題に位置づけて、実効性ある対策を講じていく必要がある。 
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２．中国地方の公共交通の現況 

１．において記述したとおり、中国地方は、全国の他地域に比べ早期に人口減

少時代に突入し、また、中山間地域や島しょ部を中心に過疎化や高齢化が深刻化

しており、公共交通機関の利用者についても概ね減少傾向にある。 

このような中、公共交通分野においては、経済の成熟化などを背景に需給調整規

制の撤廃を柱とした規制緩和が、平成１２年２月の貸切バス分野等での施行を皮

切りに、平成１４年２月の乗合バス、タクシー分野での施行に至るまで、各モー

ドで順次行われたところである（図表Ⅰ－２－１）。 

これら一連の規制緩和により、中国地方においても、中山間地域を中心に乗合

バス等の不採算路線からの撤退が相次ぐこととなった。多くの場合は、地元自治

体等により代替手段が講じられてはいるが、自治体の厳しい財政状況の中で限界

もあり、これらの地域における生活交通の確保は大きな課題となってきている。 

一方、高速バス※12 やタクシー分野における参入ラッシュや、運賃面での規制緩

和による運賃の低減と多様化が進むなど、サービスの向上・多様化による利用者

利便の向上といった規制緩和によるメリットも生じている。 

また、地域のニーズに応じきめ細やかなサービスを提供するコミュニティバス※

13 や乗合タクシー※14 など新たな交通システムの導入も拡大している。 

このように、規制緩和によりプラス面とマイナス面の双方が生じているが、マ

イナス面については、今後、新たな交通システムの導入等の工夫や地域における

関係者間の連携を深めることで解決を図っていく必要がある。その具体的施策の

方向については、３．及び４．で記述することとし、以下では、中国地方の公共

交通の現況について記述することとする。 

 

乗合バス事業 貸切バス事業 タクシー事業 旅客鉄道事業 国内旅客船事業

関係法律 道路運送法 道路運送法 道路運送法 鉄道事業法 海上運送法

参　　　入 路線毎の免許制
　→　事業毎の許可制

事業区域毎の免許制
　→　事業毎の許可制

事業区域毎の免許制
　→　事業毎の許可制

路線毎の免許制
　→　路線毎の許可制

航路毎の免許制
　→　航路毎の許可制

退　　　出 許 可 制
　→　事前届出制

許可制
　→　事後届出制

許 可 制
　→　事後届出制

許可制
　→　事前届出制

許 可 制
　→　事前届出制

運賃・料金
認 可 制
　→　上限認可制の下
　　　での事前届出制

認可制
　→　事前届出制

引き続き認可制
（認可基準を上限）

認可制
　→　上限認可制の下
　　　での事前届出制

認 可 制
　→　事前届出制

施　　　行 平成14年2月1日 平成12年2月1日 平成14年2月1日 平成12年3月1日 平成12年10月1日

 
 

図表Ⅰ－２－１：各分野の規制緩和の状況 
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①交通インフラの整備状況 

～陰陽間の格差是正や陰陽間アクセス整備の遅れ 

中国地方の交通インフラについては、まず、山陽側に新幹線が整備されるとと

もに、中山間地域を縦断する形で中国自動車道が整備されたが、山陰側の高速交

通体系の整備は遅れている。 

また、陰陽間についても、広島市から山陰側への直通の鉄道アクセスがないほ

か、松江市や鳥取市への高速道路アクセスの整備も遅れている。さらに、陰陽間

や四国側への鉄道アクセスの拠点は岡山市となっているが、高速化が遅れている

（図表Ⅰ－２－２）。 

概ね最近１０年間の中国地方の交通インフラの整備の進捗について概観すると

以下のとおり。 
図表Ⅰ－２－２：鉄道、高速道路及び空港 

 

 
注）「２１世紀国土交通のグランドデザイン 国土交通省（平成 13 年 6 月）」を元に作成
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1)高速道路～山陽側、陰陽間の整備が進む 

高速道路については、１０年前と比較し、山陽道や浜田道などの整備が進んだ

結果、人流・物流の大動脈が中国道から山陽道にシフトするとともに、山陽間や

陰陽間を結ぶ高速バスなどが発達する契機となった。 

 

2)鉄道～山陰間の高速化が進展 

鉄道については、近年、山陰側において、島根県内に続き、鳥取県内の高速化

事業が行われ、所要時間の短縮に伴う利用者増などの効果が現れたが、なお山陰

側の一部や陰陽間の高速化などの課題が残されている（図表Ⅰ－２－３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表Ⅰ－２－３ 都市間公共交通のサービスの現状 鉄道路線別最高速度 

資料：データで見るＪＲ西日本2002
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3)空港～新広島空港の開港や滑走路延長等の整備が進む 

空港については、平成５年に新しい広島空港と石見空港が開港し、平成１３年

には、広島空港、山口宇部空港、岡山空港で滑走路の延長が実現するなど整備が

進んだ。このため、各空港においては、東京便をはじめとする国内便のほか、国

際便の開設なども相次いでいる（図表Ⅰ－２－４）。 

現在、隠岐空港や美保飛行場（米子空港）の滑走路の延長などの整備が進めら

れている。 

 図表Ⅰ－２－４ 拡大する航空ネットワーク 中国５県発着の航空路線図 
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②公共交通機関の利用状況等 

人口減少やモータリゼーションの普及に伴い、乗合バスを中心に、中国地方の

公共交通の利用者数と営業収入は概ね減少傾向にある（図表Ⅰ－２－５）。 
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図表Ⅰ－２－５：公共交通の利用者数・営業収入 
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1)バス・タクシー～不採算路線からの撤退と高速バスの利用者増 

バス・タクシーについては、中山間地域の都市において利用者の落ち込みが著

しいのが特徴であり、このため、中山間地域等を中心に乗合バス路線の撤退が相

次いでいるほか、タクシーについても、車両数が５台未満の市町村が多くなって

きていることから、これらの地域における生活交通の確保が大きな課題となって

きている（図表Ⅰ－２－６、図表Ⅰ－２－７）。 

こうした中、コミュニティバスの導入や廃止代替バス※15 の運行など、多くの地

域で自治体が公共的な交通サービスを支えるようになってきている（図表Ⅰ－２

－８）。 

一方で、高速バスについては、系統数、利用者数ともに年々増加傾向にあり、

特に規制緩和後１年間で、中国運輸局管内では、１３路線、２７件の新規申請が

なされるなど申請ラッシュとなっているほか、タクシーについても、同じく規制

緩和後１年間で、福祉タクシー※16５７両を含む５３９両の増車ラッシュとなって

いる（図表Ⅰ－２－９）。 
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図表Ⅰ－２－６：各モードの輸送指標の推移 

注） ・大 都 市 ・・・広島市、岡山市、福山市、倉敷市 

   ・中規模都市・・・三原市、松江市、鳥取市、山口市、津山市

   ・中山間都市・・・新見市、高梁市、三次市、庄原市、美祢市
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図表Ⅰ－２－８：自治体によるバス及び乗合タクシーの導入状況 
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図表Ⅰ－２－９：高速バスの運行状況 
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資料：データで見るＪＲ西日本2002
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図表Ⅰ－２－７：市町村別タクシー車両台数 
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2)鉄道～横ばいないし減少傾向 

鉄道については、ＪＲは、利用者数は横ばいであるものの営業収入は減少傾向

にあり、ＪＲを除く鉄軌道についても、近年では利用者数、営業収入とも減少傾

向になっている。 

 

3)旅客船～輸送人員の落ち込みと補助の増大 

旅客船については、架橋等の整備が進む群島型の離島への航路を中心に輸送人

員等の落ち込みが著しいのが特徴である。 

中国運輸局管内では、平成１４年度において２２航路が国庫補助対象となって

おり、国庫補助金の交付額は全国比で１３％を占めるに至っている。このため、

離島航路における持続可能な航路運営の確保に向けた効率化・活性化方策の検討

等が喫緊の課題となっている（図表Ⅰ－２－１０、図表Ⅰ－２－１１）。 

図表Ⅰ－２－１０：架橋整備等に伴う航路の廃止・縮小  
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資料：広島県ホームページ 

図表Ⅰ－２－１１：国庫補助金航路交付状況推移 
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注 1. 補助金額について千円未満の端数は切り捨て処理している。 
  2. 平成6年度に補助制度の改正があり、欠損額の75％を補助する定額補助方式から、 

標準化された欠損額を補助する方式に改められた。 
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4)航空～東京便を中心に利用者増 

航空については、広島空港や岡山空港の利用者数の増加が東京便をはじめとし

て顕著である（図表Ⅰ－２－１２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表Ⅰ－２－１２：航空機の利用状況 
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③新たな交通サービスの提供の動きの拡大 

従来型の交通サービスの低迷が続く一方で、中国運輸局管内においても、乗合

タクシーや福祉タクシーなど新たな交通サービスの提供の動きが拡大している。

特に、乗合タクシーについては、過疎型や観光周遊型など様々なタイプのものが

出現してきている（図表Ⅰ－２－１３）。 

また、海上交通においても、いわゆる海上タクシー※17 を含む不定期航路事業の

届出が増加している（図表Ⅰ－２－１４）。 

図表Ⅰ－２－１３：乗合タクシー・福祉タクシー・介護タクシーを実施している主な箇所状況

 
資料：中国運輸局 平成 15 年 4 月現在 

図表Ⅰ－２－１４：人を運送する不定期航路事業の届出状況 

 
注）不定期航路事業のうち、小型船舶（５トン未満）を使用船舶とし、定員13 人未満のもの 

資料：中国運輸局 平成 14 年 10 月 1 日現在 



27 

 

④旅客流動の現況（2000（平成１２）年）及び将来予測（2015（平成２７）年

の推計） 

 

1)中国ブロックの旅客流動量～旅客流動量は約１４％増加 

国土交通省中国運輸局が平成１５年３月にまとめた試算によると、まず、中国

ブロックにおけるブロック間とブロック内地域間を加えた地域間旅客純流動量※

18 は地域間の交通サービス条件の改善等により、１５年間で約１４％の増加とな

ると見込まれている（図表Ⅰ－２－１５）。 

これを目的別でみると、業務目的では、約１２％増となるのに対し、観光等の

目的では、約１４％の増加となり、業務目的を上回る増加率となることが見込ま

れている（図表Ⅰ－２－１６）。 

図表Ⅰ－２－１６：中国ブロックにおける目的別地域間旅客純流動量 
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図表Ⅰ－２－１５：中国ブロックにおける地域間旅客純流動量 
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また、これを人口１人あたり地域間旅客純流動量でみると、１５年間で約１９％

の増加となる。さらに、ブロック間旅客純流動量とブロック内地域間旅客純流動

量の増加率を比較すると、ブロック内地域間旅客純流動量は１５年間で約１１％

の増加であるのに対し、ブロック間旅客純流動量の方が約２５％の増加と、より

大きな伸びを示している（図表Ⅰ－２－１７）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)地方ブロック間の流動分布～九州ブロックとの流動が増加 

他の地方ブロック間との旅客純流動量についてみると、現況では、近畿ブロッ

クとの間の流動が多いが、将来的には、九州ブロックとの間の流動の増加が見込

まれる。（図表Ⅰ－２－１８）。 

図表Ⅰ－２－１７：中国ブロックにおける人口１人あたり地域間旅客純流動量 
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図表Ⅰ－２－１８：ブロック間旅客純流動量 

※（  ）内は増減率 
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3)中国ブロック内の流動分布～山陽間同士の流動が多い 

中国ブロック内地域間（県間）の旅客純流動をみると、現況、将来ともに広島

県発着の流動が他地域の２～３倍と最も高くなっており、県間では、現況、将来

とも広島県－山口県等の山陽同士の流動が多くなっているのが特徴である（図表

Ⅰ－２－１９、図表Ⅰ－２－２０）。 

 
図表Ⅰ－２－１９：ブロック内地域間の旅客純流動量 
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図表Ⅰ－２－２０：ブロック内地域間旅客純流動量 
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地域内々の交通機関別旅客総流動量※19 についてみると、自家用車も含めた全機

関の総流動量が増加するにもかかわらず、公共交通機関の流動量はいずれの地域

においても減少傾向が見込まれている（図表Ⅰ－２－２１）。 

図表Ⅰ－２－２１：地域内々の交通機関別旅客総流動量  
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なお、地域内々旅客総流動量の増加率と人口の増加率との関係をみると、両者

には相関関係が見られ、人口が流動量を決める大きな要因となっていると考えら

れる（図表Ⅰ－２－２２）。 

このように、今後の中国ブロックにおける旅客流動については、交通インフラ

の一層の整備等により九州圏をはじめとした広域的なブロック間流動が増加し、

中国ブロック内の旅客流動も地域内々を含めて増加すると見込まれる一方で、自

動車保有台数の増加等に伴い、地域内々の公共交通機関の交通需要については減

少が見込まれる。こうした将来需要予測も参考にして、交通サービスの整備・改

善を計画していくことが求められる。 

図表Ⅰ－２－２２：地域内々旅客総流動量の増加率と人口増加率 
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⑤交通バリアフリー化の状況～ハード・ソフト両面のバリアフリー化の遅れ 

高齢化が顕著である中国地方においては、交通のバリアフリー化への要請が特

に高まってきているが、鉄軌道駅へのエレベーター・エスカレーターの整備率や

低床バス車両の導入率などにおいて、全国と比較して、進捗の遅れがある（図表

Ⅰ－２－２３、事例Ⅰ－３－２－１）。 

図表Ⅰ－２－２３：なかなか進まないハードの現状 
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また、ハード面のバリアフリー化のほか、移動制約者を含むあらゆる利用者に

対する適切な案内・誘導等や交通バリアフリーに関する啓発活動などのソフト面

でのバリアフリー化施策の展開については、中国運輸局が管内の全市町村を対象

にして平成１５年１２月から平成１６年１月にかけて行ったアンケート調査の結

果（以下「アンケート結果」）で、交通バリアフリーに関する広報活動について

取組んでいる市町村が１５％に過ぎないなど、取組みが始まったばかりの状況に

ある（図表Ⅰ－２－２４）。 

一方で、ＮＰＯ等市民団体の提案、自治体との協力又は主体的な活動によって、

中国地方の一定の地域で、「てくてくマップ松江」などのバリアフリーマップを

作成する取組みも始まっている（事例Ⅰ－２－１）。 

図表Ⅰ－２－２４：交通バリアフリーに関する広報活動  
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バリアフリー教室等の開催（身体障害者や高齢者の疑似体験等）

広報誌やホームページなど各種メディアを活用した普及・啓発

小中学校等におけるバリアフリー教育の推進

交通事業者に対する講習会の開催

バリアフリーに関わるボランティアやNPOなどに対する支援

職員に対する交通バリアフリー教育・講習

その他 （市町村数）

15％（30市町村）で取り組み 

 

（複数回答）
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３．検討の視点と具体的施策の方向（その１） ～各地域に共通な横断的事項 

 

１．シームレスな交通ネットワークを目指して 

 

(1)現状と課題～乗継ぎに伴う負担や案内表示のわかりにくさ等 

公共交通全体の利便性の向上といった観点から、各交通機関相互のソフト・ハ

ード両面にわたる連携の強化等によるシームレス※20 なネットワークの実現や乗

継ぎに伴う運賃の割高感の緩和が求められている。 

また、都市部においては、バス路線の複雑化、ターミナルにおける乗降場の輻

輳、中心街におけるバス停の分散といった状況が生じているにもかかわらず、路

線や乗降場の位置等に関する案内表示等の不備やわかりにくさ、交通機関相互の

乗継ぎ情報の不足等により、円滑な乗継ぎ等が出来ないといったことが大きな問

題となっている。 

なお、アンケート結果によれば、中国地方の人口５万人以上の都市のうち、８

割の市が交通ネットワークの構築等の取組みを行っており、その内容としては、

駅や乗り物のバリアフリー化と並んで交通結節点の整備が最も多く挙げられてい

る（図表Ⅰ－３－１－１）。 

 
図表Ⅰ－３－１－１：交通ネットワークの構築、公共交通の利便性向上策 
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定時性や速達性の向上のための専用（優先）レーンの導入等

路面電車・バスの優先信号の導入整備

わかりやすい路線やダイヤへの改善

快適な駅への改善

上屋付バス停などへの改善（バス停設置基準の緩和など）

駅・バス停への案内表示の整備

インターネットなどにおける情報提供システムの構築

パーク・アンド・バスライド駐車場の整備やフィーダーバスの導入

交通結節点の整備

運賃の乗り継ぎ割引等の拡充

駅や乗り物のバリアフリー化

その他

（市町村数）

約８割（19 市）で取り組み 

 
 

（複数回答）
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(2)検討の視点と具体的施策の方向 

 

①乗継ぎをスムーズに 

都市部を中心に交通機関相互の乗継ぎを少しでもスムーズにするため、駅、電

停、バス停、旅客船ターミナルの近接化や一体化、鉄軌道同士が交差する地点等

における新たな結節点（乗換え点）の整備等について実現に向けた検討を進める

必要がある。 

また、鉄道駅等の旅客施設については、新たな改札口の設置や自由通路の整備

等による改札口までのアクセスの改善等を行う必要がある。 

さらに、高速バスの多方面化等により飽和状態にあるバスターミナルについて

は、その改良のほか、複雑化したバス路線の見直し等と併せて、他の交通結節点

への新設等について早急に検討を行う必要がある。 

シームレスネットワーク化に向けた結節点の改善・整備等の具体的施策の方向

は以下のとおり。 

 

１)鉄道駅や旅客船ターミナルへの路面電車等の直接乗入れ 

※ＪＲ横川駅の結節改善整備事業においては、路面電車を駅前広場に直接乗り

入れる電停の移設が行われ、合わせて広島市都心部へ直通する路線の新設が行わ

れた結果、利用者の利便性が向上し、ＪＲ線から横川駅で乗換えて都心部へ向か

う利用者の増につながった。なお、これについては、国（運輸局）においても結

節改善等による需要予測調査を行うなど支援を行った（事例Ⅰ－３－１－１）。 

また、広島港の新旅客ターミナルにおいては、ターミナル施設のバリアフリー

化のほか、ターミナル前広場への路面電車及びバスの直接乗入れにより、シーム

レス化が図られた（事例Ⅰ－３－１－２）。 

他の拠点ターミナルにおいても、このような取組み等により、一層のシームレ

ス化が図られるべきであり、国においても必要な需要予測調査等を行うべきであ

る。 

 

2)鉄軌道同士が交差する地点等における新たな結節点の整備 

※大都市圏における新駅の設置等新たな結節点の整備について、国、地元自治

体、交通事業者等の協力により、その有効性等の調査・検討を行うべきである。 

なお、新たな結節点の整備にあたっては、結節改善の効果を最大限に発揮でき

るよう、駅前広場等の整備と合わせたバス路線の整備・再編や各交通機関間の乗

継ぎ運賃の設定等の利用者の利便性向上策について、必要に応じ関係者間で検討
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の場を設けるなどにより、調査・検討を行うべきである。 

 

3)道路と線路とを直通走行可能な車両によるバスと鉄道との新たな直通方策 

※ＪＲ北海道では、道路と線路とを自在に行き来できる「デュアル・モード・

ビークル（ＤＭＶ）」の開発に成功し、平成１９年を目途に実用化を目指した運

行システムの開発等を行うこととしている（事例Ⅰ－３－１－３）。 

これらの開発・実用化の動向も踏まえ、中国地方における導入の可能性や有効

性等について検討を行うべきである。 

 

4)フェリーへのバスの乗入れ等による海陸一貫輸送の導入検討 

※平成１１年５月２日より、「しまなみ海道」の開通に合わせ、三原～今治線

（忠海～大三島間はフェリーに乗入れ）のバスが運行されたが、その後、競争環

境の変化等もあり当初見込んでいたほどの利用がなく、同年１１月１日をもって

この路線は廃止された（事例Ⅰ－３－１－４）。 

このような過去の例も踏まえ、通勤通学客などの利用が十分見込め、バス路線

においては定時性が十分確保でき、海上交通も比較的便数が多い等乗入れ条件が

整っている地域において、海陸一貫輸送の導入可能性について検討を行う。 

 

5)既存の旅客施設の改良、交通結節点への新たなバスターミナルの設置等によるバ

スと鉄道の連携の強化等 

※ＪＲ岡山駅の西口広場整備事業においては、東西自由通路の開設のほか、バ

スとタクシーの乗降場を二層とするとともに、現在２ヶ所のバス乗降場を９ヶ所

に増やすことを予定している（事例Ⅰ－３－１－５）。 

このように、旅客施設においては、改札口の新設や、駅前広場を連絡する通路

の整備等により、旅客施設へのアクセスの改善を進めるとともに、旅客施設の改

良に合わせ、バス乗降場の方面別の整理や案内表示の整備等が行われるべきであ

る。 

なお、乗降場が輻輳し飽和状態にある既存のバスターミナルについては、改良

のほか、他の交通結節点等への新たなバスターミナルの設置や高速バスターミナ

ルの設置などについて関係者間で調査・検討を行うべきである。 

 

②料金のシームレス化（フリーパスの導入等で乗継ぎを便利に） 

都市部を中心に、事業者間の連携による一定エリア内のフリーパスなどの多様

な運賃体系の導入等や、物販や観光施設等他業種も含めた広範な連携による相乗
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的な利用者増を図るため、共通ＩＣカード乗車券の導入を進めていく必要がある。 

また、円滑な乗継ぎを可能とするため、複数交通機関間の運行情報や乗継ぎ情

報等を総合的に利用者に提供するシステムを拡充していく必要がある。 

料金のシームレス化に向けた具体的施策の方向は以下のとおり。 

 

1)多様な運賃体系の導入 

※関西の鉄道・バス事業者４８社局で構成されるスルッと KANSAI 協議会にお

いては、「２ｄａｙチケット」や「３ｄａｙチケット」に代表される加盟各社局

の電車とバスが乗り放題になるチケットを販売している。これらには、各種観光・

商業施設の割引特典等もついており、いずれも全国の旅行代理店並びに海外で販

売されている。なお、乗り放題チケットの販売額のうち７５％は新規需要といわ

れている（事例Ⅰ－３－１－６）。 

このように、人口減少等により通勤・通学等の利用者が低迷する中で、「料金

のシームレス化」に向けた事業者間の連携による多様な運賃体系の導入等により、

新規需要の開拓を行うことが必要である。 

なお、広島都市圏においても、同一事業者が都心エリアの市内バスと路面電車

を対象としたエリアフリー定期券等を発行している（事例Ⅰ－３－１－７）が、

このような取組みが同一エリアで運行する複数事業者間で共同して行われること

が必要である。 

 

2)共通ＩＣカード乗車券の早期導入（３－５(2)①参照） 

 

③わかりやすい案内表示や乗継ぎ情報の提供 

バスの行き先表示や、バス停の案内表示については、観光客を含めて誰からも

利用しやすく、乗継ぎがしやすいものに改善する必要がある。 

具体的には、方面別にわかりやすい系統設定やバス停の位置の統一化を図るほ

か、バスターミナルやバス停における案内表示を明瞭にし、わかりやすいものと

する必要がある。 

また、複数交通機関でネットワークを構成する都市部においては、交通機関相

互の運行情報や乗継ぎ情報の提供が必要である。 

わかりやすい交通サービスの実現に向けた具体的施策の方向は以下のとおり。 

 

1)バスの路線番号やカラー等の統一 

（路線番号を方面別にわかりやすくしたり、現在各社により経由地等の別に行
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われているカラー表示を統一したものにするなど、地域のＮＰＯ等も交え、関係

者間で検討。） 

 

2)中心街のバス停等への案内マップの掲示等による改善 

※広島市中心部の八丁堀、紙屋町、本通り地区においては、路線別に複数の乗

降場が存在し、輻輳しているため、バス事業者間で共同して、中心街のすべての

乗降場のポールに乗降場番号を設置するとともに、各路線に応じた乗降場の位置

等を乗降場番号とともに表示したマップの掲示を進めている（事例Ⅰ－３－１－

８）。 

このように、都市部の案内板等については、各事業者間の連携と共同により、

わかりやすく統一したものを設置する必要がある。また、乗降場のほか、歩行者

交通量の多い歩道上や地下街などにも設置できるよう、事業者及び関係行政機関

間において、検討を行うべきである。 

 

3)複数交通機関間の運行情報や乗継ぎ情報等の提供の拡大 

（Ｍｏｖｉｎｇ－ｉの活用による情報提供の拡大） 

（３－５(2)④参照） 
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２．人にやさしい交通サービスを目指して 

 

(1)現状と課題 

 

①旅客施設のバリアフリー化等ハード面の整備の遅れ 

中国地方において、１日５千人規模以上の利用がある旅客施設を有する市町村

は現在３１自治体であるが、交通バリアフリー法※21 に基づく基本構想※22 につい

ては、そのうち、７自治体により策定され（平成１６年５月２０日現在）、他に

３自治体で策定中、１２自治体で策定予定である等、旅客施設のバリアフリー化

の整備や低床式車両の導入等、ハード面の整備は徐々に図られているが、未だ十

分ではない。 

一方、１日５千人規模未満の利用がある旅客施設のみを有する市町村において

は、山口県菊川町及び島根県多伎町が基本構想を策定済みであり、その他４自治

体で策定予定（平成１５年１２月に中国運輸局が実施したアンケート結果による）

という状況である。 

アンケート調査結果によれば、島しょ部における航路の利便性向上のための施

策として検討・実施している内容として、増便と並んで発着施設（乗り場）の整

備が最も多く挙がっており、利用者の高齢化等に対応した発着施設のバリアフリ

ー化等、旅客施設におけるハード面の整備が急がれている（図表Ⅰ－３－２－１）。 

また、バス停における汚さ、雨よけやベンチ等の設備の不備のほか、運行情報

等の提供がなされていないこと等によるバス待ち等の苦痛の緩和や解消が課題と

なっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表Ⅰ－３－２－１：航路の維持・活性化や利便性の向上のための施策 
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高速化による時間の短縮

早朝、夜間便の運航（運航時間の延長）

増便（運航時間は現状のまま）

運賃の引き下げ、割引制度の拡大

船舶、ターミナル等のバリアフリー化

海上タクシー等デマンド型の不定期船の充実

発着施設（乗り場）の整備

陸上交通との接続改善

島内道路やバスの整備

水陸相互の接続情報の提供

緊急時の救急輸送の確保

その他

（市町村数）

約７割（24 市町村）で検討・実施 

 

（複数回答）
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②ソフト面のバリアフリー化の充実・強化の必要 

①に記述したとおり、ハード面のバリアフリー化については、着実に進める必

要があるが、交通バリアフリー法上の移動円滑化基本構想策定基準（１日５千人

以上利用）に該当する旅客施設等は中国地方では限られており、さらに、昨今の

経営状況等から、ハード面のバリアフリー化のスピードには限界がある。 

一方で、ハード面の整備がなされても、案内、誘導等適切なソフト面での運用

がなされない場合には、利用者が適切に利用できない等の実態がある。 

このため、所要のハード面のバリアフリー化の整備を今後とも促進していくこ

とは当然のこととして、ハード面のバリアフリー化の限界を補うとともに、その

効果を有効なものとするためにも、ソフト面のバリアフリー化の充実・強化が求

められている。 

 

③スペシャル・トランスポート・サービス等への要請の高まり 

中国地方の約３割の市町村でスペシャル・トランスポート・サービス※23 を行っ

ている（図表Ⅰ－３－２－２）。 

移動制約者の増加に伴い、今後ますますスペシャル・トランスポート・サービ

ス等に対する要請は高まると予想され、組織的な体制の整備や管理責任者、運転

者等の人材育成を図ることが求められている。 

 

④生活支援サービス等のニューサービス提供に対する需要の増大 

男女共同参画の進展等に伴う買物代行等の生活支援のためのニューサービスへ

の需要の増大は、タクシー事業者等の交通事業者にとって新たなビジネスチャン

スであり、従来のサービスの枠にとらわれない事業展開が求められている。 

図表Ⅰ－３－２－２：スペシャル・トランスポート・サービスの現状 

実施してい
ない
72%

実施してい
る
28%

★運行の有無
　　　⇒約3割（55市町村）で実施

 

その他
11%

民間事業者
委託
16%

市町村直営
7%

社会福祉協
議会委託

66%

★運営方法
　　　⇒社会福祉協議会に委託が約7割
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(2)検討の視点と具体的施策の方向 

 

①ユニバーサルデザイン～誰にでも利用しやすい旅客施設等を目指して 

浸透しつつあるユニバーサルデザインの考え方について、交通施設等を整備す

るに際しても可能な限り配慮することが求められている。中でも、急速な高齢化

の進展、身体障害者の社会参加の機会確保の要請等から、高齢者、身体障害者等

を直接の対象としたバリアフリー化を交通施設等において進めることの緊急性が

高い。また、これを進めることが、健常者も含めた公共交通機関利用者全体の移

動の利便性及び安全性の向上にも繋がることになる。 

また、バス停や駅については、「お客様」である利用者が公共交通機関を利用

する際の出入口にふさわしい快適性の向上が求められている。 

特に、強い日差しや風雨にさらされベンチもないバス停でのバス待ちは高齢者

はもとより若者にとっても苦痛であり、必要性の高い箇所から改善措置を重点的

に講じていく必要がある。さらに、バス停へのアクセスを短くし、利用しやすく

するため、バス停留所の新設や乗降フリー区間の導入を図ることが有効である。 

 

1)鉄道駅等へのエスカレーター、エレベーターの設置等の促進 

※1 日５千人規模以上の利用のある鉄道駅の段差解消については、15 年度に広

島駅、新倉敷駅等８駅において、エスカレーター、エレベーター、階段昇降機等

が設置されている。 

今後も、交通施設バリアフリー化設備整備費補助制度をはじめ各種支援措置の

活用等により、鉄道駅等のバリアフリー化設備の整備を促進していく必要がある

（事例Ⅰ－３－２－１）。 

 

2)路面電車、バス等への低床車両等の導入の促進 

※新しい交通システムであるＬＲＴ※24（ライト・レール・トランジット）用の

超低床車両として、広島電鉄「グリーンムーバー」、岡山電気軌道「MOMO」の

導入をはじめとして、鉄軌道においては移動円滑化基準適合車両の導入が図られ

ている。 

今後も、公共交通移動円滑化設備整備費補助等の活用により、移動円滑化基準

適合車両等の導入が遅れているバス車両のノンステップ化をはじめとする公共交

通機関の車両等のバリアフリー化を推進していく必要がある（事例Ⅰ－３－２－

２）。 
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3)乗降場の同一ホーム化や駅舎側への発着ホーム一元化 

※広島電鉄平良駅においては、駅前広場整備とあわせ、鉄道とバスとの乗り換

えをバリアフリーの観点から同一ホームで行えるよう、国においても幹線鉄道等

活性化事業費補助により支援を行っている（事例Ⅰ－３－２－３）。 

このような取組みのほか、ローカル鉄道における駅舎側への発着ホームの一元

化などにより、利用者の移動の円滑化を図る必要がある。 

 

4)バス停への雨よけ上屋やベンチの設置 

※大阪市交通局では、快適にバスが待てるように、夜間においても時刻表等が

見やすいような電照式標識等へ改善するとともに、バス停がコミュニティ機能を

持つ憩いの場所とするために、停留所と小公園が一体となったバス停留所プラザ

の整備を行っている（事例Ⅰ－３－２－４）。また、地元企業等との連携により、

ハイグレードバス停（事例Ⅰ－３－２－５）の設置を進めるなど、快適なバス停

への改善に向けた取組みを拡大すべきである。 

 

5)郵便局等でバス待ちやチケット販売を可能に 

※広島県安芸高田市の生桑郵便局では、局舎内をバスの待合室として開放し、

局前のバス停にランプを設置してバスに乗客を知らせるサービスを行っている

（事例Ⅰ－３－２－６）。 

※岡山市の両備バスでは、バスの乗車定期券をファックスや電子メールで申込

み、コンビニエンスストアで料金の支払いができ、指定する便に乗れば車内で定

期券が受け取れるサービスを行っている（事例Ⅰ－３－２－７）。 

このように、利用者の利便性向上のため、郵便局、コンビニエンスストア、道

の駅等をバス待ち等で活用するなど連携の拡大に向けたて、環境整備を行う必要

がある。 

 

6)バスロケーションシステムによるバス接近表示の設置 

※松江市においては、ＧＰＳを活用して市内の主要バス停４９ヶ所に表示器を

設置し路線バスの運行状況を提供する「ぐるっとバスなび」サービスなどの情報

提供を行っている（事例Ⅰ－３－２－８）。 

このように、バス停等において、バスの運行状況をわかりやすく情報提供する

バスロケーションシステムの導入拡大について、行政と事業者が協力して取組ん

でいく必要がある。 
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7 )各社のバス停のデザインの統一化、路線図、時刻表等の改善 

※広島市では、交通エコロジー・モビリティー財団の支援により地元のＮＰＯ

が主導して「標準時刻表」を実際に掲示する社会実験が行われた（事例Ⅰ－３－

２－９）。 

今後も、行政と事業者、地元ＮＰＯ等が連携し、各事業者のバス停のデザイン

の改善・統一化等に取組んでいく必要がある。 

その際には、公共交通データ標準を活用して、各交通事業者の運行情報等がイ

ンターネットや携帯電話でも容易に総合的に一覧できるような情報提供事業を促

進する必要がある（５．(2)④2）参照） 

 

8 )利用者の声を反映した駅施設の改善 

※ＪＲ山口線では、国（運輸支局）が中心となり、地元学校、自治体、鉄道事

業者が参加して、駅や駅周辺の点検活動を実施し、この結果等を参考に、照明等

の駅施設の改善の検討を行っている（事例Ⅰ－３－２－１０）。 

今後もこうした利用者の声を反映した駅施設等の改善に地域と事業者が一体と

なって取組んでいく必要がある。 

 

9 )旅客船待合施設へのバスの直接乗入れ、バス停までの屋根の設置 

 

10 )バス停の新設、乗降フリー区間の導入 

 

②心のバリアフリー（交通バリアフリーのソフト施策の積極的展開） 

交通バリアフリー法に基づき、基本構想の策定、ハード面の整備を引続き推進

する必要があるが、前述のとおり、ハード面の整備は現状では限界もあり、ソフ

ト面の対応を充実強化する必要があり、交通事業者による職員教育訓練がより効

果的となるよう充実させていく必要がある。 

一般市民が高齢者、身体障害者の介助体験、疑似体験等を行うことにより、交

通バリアフリーについての理解を深めるとともに、ボランティアに関する意識を

高め、「心のバリアフリー」社会の実現を目指す観点から、中国地方において、

平成１３年度より中国運輸局主催の交通バリアフリー教室が開催されており（平

成１５年度末までの３年間で合計１０箇所で開催、３１４人参加）、将来世代の

意識を高める観点から学校教育の一環としての体験学習に併せて実施されている

例も出ている。今後は、このような活動が学校教育における総合学習の一環とし
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て各地域で幅広く展開されていくことが望ましい。 

また、ボランティア活動への意欲を持った個々の市民が、交通施設、車両等に

即した適切な介助方法を体得するとともに、このようなボランティア市民の善意

を利用者等が安心して受け入れることができるよう、市民等のボランティアの自

発的なサポートが可能な限り効果的に発揮できる体制づくりが必要である。 

さらに、中国地方の各地域で作成されているバリアフリーマップを含め、関係

行政機関、交通事業者、ＮＰＯ等が個別に提供する交通バリアフリーの施策やサ

ービスが、有効に活用されるよう効果的・効率的に情報を収集するシステムが必

要である。 

 

1)交通バリアフリーボランティア活動への支援システムの確立 

※中国運輸局では、広島県内において、高齢者の社会参加促進による公共交通

利用・社会生活に対する行動変化等の検証を行うために公共交通バリアフリー支

援ボランティアの制度化の実証実験を行うこととしている（事例Ⅰ－３－２－１

１）。 

このような実証実験等を通じて、交通ボランティア活動への支援システムの確

立を図る必要がある。 

 

2)交通事業者による効果的な職員教育訓練の充実 

 

3)一般利用者への介助・疑似体験の機会提供等啓発活動 

 

4)Ｍｏｖｉｎｇ－ｉの活用による情報提供の拡大（３－５(2)④参照） 

 

5)ホームページ活用等、効果的・効率的な情報の収集・共有化・提供 

関係行政機関、交通事業者、ＮＰＯ等が個別に提供する交通バリアフリーのサ

ービス・施策が有効に活用されるよう、情報の効果的、効率的な収集・共有・提

供を可能とする環境整備等を行い、ホームページ等を活用した情報提供の促進を

図る。 

 

③スペシャル・トランスポート・サービスの効率化等 

スペシャル・トランスポート・サービスの導入拡大に向けて、タクシー事業者

等とボランティア等との役割分担を図りつつ、予約の共通化等により、効率的か

つ利便性の高い安全なサービスの提供を図っていく必要がある。 

スペシャル・トランスポート・サービスの導入拡大に向けた具体的施策の方向
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は以下のとおり。 

 

1)共同予約センターの設立等による運営組織の一元化等 

※岡山県津山市では、福祉車両の効率的・効果的運用を行うため、お出かけ相

談窓口を設置し、複数のタクシー事業者等の福祉車両を窓口一括型の予約方法で

運行するなどの実証実験を行った（事例Ⅰ－３－２－１２）。 

このような取組みにより、サービス運営の効率化を図る必要がある。 

 

2)管理責任者、運転者等の人材育成のためのシステムづくり 

 

3)タクシー会社と福祉輸送ボランティアとの連携による配車システムの確立 

 

④生活支援サービス等のニューサービス提供に向けた連携の拡大等 

生活支援サービスなどのニューサービスの提供拡大のため、安全の確保方策の

確立や、異業種との連携、定常的利用の拡大策などを検討していく必要がある。 

生活支援サービス等の提供拡大のための具体的施策の方向は以下のとおり。 

 

1)事業者の新たな事業の展開にあたってのノウハウ提供等の支援 

 

2)子供送迎の場合の特別の安全規制や損害賠償制度の確立等、安全で安心なサービ

スの提供に向けた環境整備 

 

3)運営体制の共同化等タクシー会社相互の連携、異業種間の連携 

 

4)会員制の導入等による定常的利用の拡大 

※広島市のつばめ交通㈱では、登録制により、レスキューサービスやコンビニ

サービス（買物代行等）等のさまざまな生活支援を行うサービスを展開している

（事例Ⅰ－３－２－１３）。 

このように、定常的な利用を拡大していくような取組みが必要である。 
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３．まちづくりと連携して地域の交通を活性化 

 

(1)現状と課題～コンパクト・シティにおける都市機能としての公共交通 

自家用車での移動に依存した郊外拡散型の都市化が進展し、都市の求心力が低

下したことから、今、再び、公共交通を軸とした環境にやさしいコンパクト・シ

ティへの志向がなされてきている。 

こうした潮流の中で、都市における公共交通は、都市の活動及び都市生活を支

え、都市の魅力づくり、さらには、都市経営の効率化に貢献する都市の機能又は

装置としての役割が求められている。 

このため、今後は、まちづくりと密接に連携し、都市の公共交通の活性化を図

っていく必要がある。 

 

(2)検討の視点と具体的施策の方向 

 

①中心市街地活性化策と連携して 

中心市街地や都心部における歩行空間の創出等、中心市街地等の活性化策と連

動した都心循環バスの導入や商業施設と連携した公共交通サービスの提供等を検

討する必要がある。 

中心市街地や都心部の活性化策との連携に向けての具体的施策の方向は以下の

とおり。 

 

1)商業施設等と連携した買い物客への割引き等のサービス拡大 

※デイタイム買物バスカード「むさし」（３－７(2)③参照：事例Ⅰ－３－７－

１１） 

 

2)コミュニティバスの商店街等への乗入れ 

※米子市のコミュニティバス「だんだんバス」では、大規模商業施設への直接

乗入れにより利用者利便が向上した結果、利用者が大幅に増加した（事例Ⅰ－３

－３－１）。 

このように、商店街等への乗入れなどにより、コミュニティバス等の利用者増

を図る必要がある。 

 

3)快適な歩行空間の整備等の施策とあわせた都心循環バスの導入 

※福岡都心循環バス（４－４(2)③参照） 
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②市町村合併等を契機とした交通体系の見直し 

市町村合併等に伴い、地域の医療、福祉、行政施設の配置の見直し（集中的配

置）等の新たなまちづくりが行われる際には、これらの動きと連動し、交通需要

を新たな地域拠点に集約するなど効率的な地域交通体系への再構築を図っていく

ことが有効である。 

実際、中国地方の約６割の市町村が今後、合併等に伴って交通体系の見直しを

行う予定があると回答しており、また、公共施設の配置等の見直しについても、

約２割が取組むと回答している（図表Ⅰ－３－３－１）。 

市町村合併等に伴う「新たなまちづくり」との連携に向けた具体的施策の方向は

以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)広域行政組合による広域バスの運行等 

※島根県安来地域においては、生活圏を形成する広域行政組合（安来能義広域

行政組合）が廃止代替バスの事業主体となり、一律 200 円の広域生活バス「イエ

ローバス」を運行している（事例Ⅰ－３－３－２）。 

このように、生活圏域の拡大等に伴って、広域的な市町村の連携による広域的

なコミュニティ交通の設定が必要である。 

 

2)道の駅等への地域拠点等の集中的配置と地域交通需要の集約 

※岡山県哲西町では、道の駅「きらめき広場哲西」に町の庁舎のほか、生涯学

習センター、保健福祉センター、診療所などの生活・福祉拠点施設を集中的に配

置した（事例Ⅰ－３－３－３）。 

このように、地域拠点等の集中的配置と連動し、地域交通需要を集約すること

によって、まちづくりと連動した効率的な交通体系を構築していく必要がある。 

3)地域交通計画策定支援ソフト等の活用による交通計画策定支援 

※ComPASS、ComMASS の活用（３－５(2)③参照） 

図表Ⅰ－３－３－１：市町村内の交通体系を見直す予定、公共施設の配置を見直す予定 

●市町村内の交通体系を見直す予定       ●公共施設の配置の見直し予定 
約６割が取り組む→ 市町村合併関連が多い   約２割が取り組む→市町村合併関連、 

小中学校統廃合 等 
 

見直し中
7%見直しの

予定はない
42%

見直しを
予定
51%

 
検討中

5%
検討を予定

13%

検討の予定
はない

82%  
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４．地域やＮＰＯ等と連携して地域の目を公共交通に 

 

(1)現状と課題～地域住民、ＮＰＯ等の参加と連携の拡大 

 

①ＮＰＯ等による公共交通機関利用促進等に向けた活動 

行政又は事業者が主体となった従来型の交通施策の行き詰まりが指摘される

中、中国地方の主要都市を中心に、地域のＮＰＯ等により、バスマップの作成や

バス停のチェック等の活動が活発に行われてきている。 

 

②地域交通計画等への住民参加の拡大 

中国地方の約４分の１の市町村が、地域住民等の意見反映のための措置を講じ

ており、このうちの多くは、住民が参画する検討組織の設置を行っている（図表

Ⅰ－３－４－１）。 

このように、中国地方においても、地域の計画に住民の意思を反映させる動き

が拡がってきている。 

図表Ⅰ－３－４－１：地域住民等の意見反映のための措置 

 

講じている
25%

講じて
いない
68%

措置を検討
している

7%

★約４分の１（48市町村）が措置を講じている 

★住民が参画する検討組織の設置は34市町村  
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③コミュニティバスの拡大、町内会等によるコミュニティ交通の確保 

中国地方の約４割の市町村でコミュニティバスが運行されており、その目的は、

乗合バス路線の廃止代替が最も多く、次いで公共交通不便・交通空白地域の解消、

高齢者の外出支援となっている。 

コミュニティバスについては、低料金の設定、低床バスの導入、公共施設や病

院等の巡回等の利便性の確保を行うことによって、定着しつつあるが、サービス

レベルの維持と運行の効率化の両立など課題も多く抱えている（図表Ⅰ－３－４

－２）。 

コミュニティバスの導入拡大に代表されるように、地域の生活交通の確保等に

ついては、地元市町村が中心となって行われている。 

このほか、郊外の交通空白あるいは不便な丘陵団地等において、町内会等が運

行計画等へ主体的に関わることによりコミュニティ交通を確保しようとする試み

も行われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④地方鉄道の活性化に向けた機運 

存続の危機に立たされている地方鉄道について、沿線協議会等を通じ、地域に

より支えていこうとする試みがなされている。 

 

⑤地元自治体等と企業等との連携によるマイカー抑制策等の実施 

自治体による「ノーマイカーデー」の実施等、地元自治体等が、地域の企業等

図表Ⅰ－３－４－２：コミュニティバスの現状 
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（複数回答）
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に対し、マイカー使用の抑制等を要請する試みなどが行われている。 

 

(2)検討の視点と具体的施策の方向 

 

①住民・ＮＰＯ等と連携して 

地域住民・ＮＰＯ等、学校、企業等と連携した調査や事業、啓発活動の実施を

図ることにより、公共交通に対するニーズの発掘や利用者意識の醸成・向上を図

る必要がある。 

その具体的施策の方向は以下のとおり。 

 

1)乗継ぎやバス停の実態調査等へのＮＰＯ等の参加 

※岡山運輸支局やＲＡＣＤＡ（路面電車と都市の未来を考える会）でつくる「ま

ちかどバス停探偵団」では、岡山市内の小学児童と共同で、バス停などの安全性

をチェックし、改善を提案した（事例Ⅰ－３－４－１）。 

このような活動により、利用者の視点からの改善や、利用者意識の醸成・向上

にもつながっていくものと考えられることから、今後も、行政とＮＰＯ等地域と

の連携による取組みを行っていく必要がある。 

※ＪＲ山口線における取組み（再掲：事例Ⅰ－３－２－１０） 

 

②住民の意思を地域の交通計画へ 

地域の交通計画の策定にあたっては、住民のニーズに応じた利便性の向上や住

民の当事者意識の醸成が図られるよう、地域住民やＮＰＯ等が策定段階から参加

する枠組みが必要である。 

住民のニーズに応じた地域交通計画の策定に向けた具体的施策の方向は以下の

とおり。 

 

1)広域市町村の連携による地域交通計画の策定 

※島根県隠岐島前の町村組合においては、県の離島振興計画策定に合わせ、住

民シンポジウムの開催を行うなど利用者の視点に立った海上交通網の整備計画を

策定した。計画の策定・実行により、新たな区間へのフェリーの就航などが実現

し、通学の便の改善など利用者利便の向上が図られた（事例Ⅰ－３－４－２）。 

このように、広域的な自治体の連携と住民参加の取組みにより、利用者の利便

性の向上を図っていく必要がある。 
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2)住民参加による離島振興計画の策定 

※岡山県笠岡市では、「離島振興計画」の策定にあたり、「島おこし討論会」

を開催するなど、島の住民と行政とが協働した島づくりに取組んでいる（事例Ⅰ

－３－４－３）。 

このような住民の発想による計画づくりを進めていく必要がある。 

 

③地域の交通は地域の手で 

地域住民の生活交通確保への意識を醸成していくためにも、交通事業者と地域

と行政が一体となって地域交通の確保方策を検討していく枠組みの構築等が必要

である。 

地域の生活交通の確保への地域の主体的な関与についての具体的施策の方向は

以下のとおり。 

 

1)地元町内会等による生活交通の確保 

※広島県三次市上田町では、町内会が市内のタクシー会社と集落ハイヤーの配

車契約を結んだ（赤字は町内会の積立金から補填）。このような取組みに対し、

三次市も、集落ハイヤーに対する助成制度を創設し、配車代金の半額を助成する

こととした。中山間地域等における高齢者の生活交通の確保のため、このような

自治体（行政）、地域、事業者が一体となった取組みの推進が必要である（事例

Ⅰ－３－４－４）。 

 

2)地元の協議会等が事業主体となったバスの運行等 

※愛知県豊田市では、地域住民（利用者）が会員となる運営協議会がバスの運

行を事業者に委託している（事例Ⅰ－３－４－５）。このように、いわゆる交通

空白地帯においては、地域の協議会等が自ら事業主体として生活交通を確保して

いくような枠組みの構築も検討されるべきである。 

 

④地方鉄道の活路は沿線との一体化で 

地方鉄道についても、沿線案内の充実等、沿線の利用促進協議会等を通じた沿

線地域と一体となった総合的な利用促進策を推進することにより、地域住民のマ

イレール意識を醸成していく必要がある。 

沿線地域と一体となった地方鉄道の利用促進策についての具体的施策の方向は

以下のとおり。 
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1)沿線案内マップ等による沿線情報の提供等 

アンケート結果では、地方鉄道に観光客等を呼び込むための施策として、駅等

でのパンフレットなどによる周辺マップ等の提供を最も多く挙げており、こうし

た駅における沿線情報の提供が必要である（図表Ⅰ－３－４－３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)沿線の周遊が可能なレンタサイクル制度の導入 

※ＪＲ福塩線沿線自治体で構成する福塩線対策協議会では、沿線の各駅で自転

車の無料貸出を実施している（事例Ⅰ－３－４－６）。 

このように沿線の周遊が可能となるような取組みにより、地方鉄道への観光客

の呼び込みを図っていく必要がある。 

 

3)沿線の観光施設等との共同割引切符の販売 

※松山市の伊予鉄道㈱では、広域的な公共交通利用転換に関する実証実験※25 と

して、市内の路面電車、循環バス等の利用のほか、観光施設についても割引きサ

ービスが受けられるＩＣカードを発行している（事例Ⅰ－３－４－７）。 

このように、沿線の観光施設と連携した取組みを進めていく必要がある。 

 

⑤地域の企業や学校とも連携して 

マイカーから公共交通への利用転換を図るためには、地元自治体等と地域の企

図表Ⅰ－３－４－３：地方鉄道に観光客等を呼込むための施策 
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業等との連携が不可欠であり、地域の企業等も含めた地域との幅広い連携の枠組

みを構築する必要がある。 

地元自治体等と企業等との連携による、公共交通の利用促進策についての具体

的施策の方向は以下のとおり。 

 

1)地元自治体等と企業等との連携によるマイカー通勤の自粛や通勤費支給の厳格化 

 

2)遠足等学校行事での公共交通の利用や公共交通に関する体験学習の実施 



54 

 

５．交通のＩＴ化で効率的で使いやすいサービスに 

 

(1)現状と課題～中国地方は交通のＩＴ化に遅れ 

社会のＩＴ化に対応して、交通分野においてもインターネットや携帯端末等を活

用した公共交通情報の提供や、ＧＩＳ技術を活用した利用者利便性の向上などの

ほか、公共交通と他業種との連携等の幅広い可能性を有するＩＣカード乗車券の

導入拡大に対する期待が高まっている。 

こうした中、東京・大阪の大都市圏をは

じめ、全国でＩＣカード乗車券の導入が拡

大してきているが、中国地方においては、

ＩＣカード乗車券の導入に遅れを取ってい

るなど、交通のＩＴ化が十分に進んでいな

い状況にある。 

アンケート結果においても、中国地方で

交通の情報化について取組んでいる自治体

は、１４％（２８市町村）にとどまり、内

容としては、バスの路線図やダイヤ、道路

混雑・駐車場情報等の提供が主なものとな

っている（図表Ⅰ－３－５－１）。 

 

(2)検討の視点と具体的施策の方向 

 

①ＩＣカード共通乗車券の早期導入 

複数交通機関間のスムーズな移動の確保、交通ニーズにきめ細かく対応した弾

力的な運賃設定、乗降時間の短縮によるスピードアップ等による相乗的な利用者

増、読み取り機のメンテナンスコストの低減に向け、現在の磁気カードに代替す

る非接触方式の IC カード共通乗車券の導入が待たれている。これについては、外

客誘致を含めた広域的な観光促進への活用や観光施設、物販等他分野も含めた連

携も可能である。 

このため、公共交通機関の利用者数の低迷が続く中国地方の中枢・拠点都市圏

において、ＩＣカード共通乗車券の早期導入に向けた具体的検討を、国（運輸局）、

関係地方公共団体、関係事業者等が連携して進める必要がある。また、その他の

地方都市等においても、導入を検討する必要がある。その際には、技術的汎用性

14％（28 市町村）で取り組み 

 

行って
いない
86%

行って
いる
14%

 

図表Ⅰ－３－５－１：交通の情報化 

バスの路線図、ダイヤ表 
道路混雑・駐車場情報 等 
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の確保による都市圏を超えた広域的な利用やセンターシステム構築のコスト縮減

等の観点から、中国地方の広域レベルや先行して導入される関西地区等との連携

を視野に入れる必要がある。 

 

※関西の鉄道・バス事業者４８社局で構成されるスルッとＫＡＮＳＡＩ協議会

は、クレジット会社に決済業務を一括委託し、2004 年度以降加盟社局が順次 IC

カード乗車券を発行することとしている。発行される IC カードは、公共交通機関

の乗車券機能に加え、物販店、観光施設等での決済を可能とするものであり、こ

れにより、利用者の利便性向上に加え、交通事業者と地域の異業種事業者等との

相乗的な集客力のアップを目指している（事例Ⅰ－３－５－１）。 

 

②ＩＴの活用で中山間地域の生活交通を確保 

中山間地域等においても、生活交通確保のための新たな効率的な交通システム

として、ＩＴを活用したデマンド型交通等の導入を拡大していく必要がある。 

ＩＴを活用した新たな交通システムの導入の拡大についての具体的施策の方向

は以下のとおり。 

 

1)ＩＴを活用したデマンド型交通等の導入拡大 

※島根県掛合町では、予約センターのパソコン画面上のＧＩＳ上に予約者の所

在地が表示され、タクシーに掲載のナビゲーションシステムへ配車情報を送信す

ることにより、デマンド運行を可能とした「だんだんタクシー」が運行されてい

る（事例Ⅰ－３－５－２）。 

このようなＩＴを活用したデマンド型乗合タクシー等の導入拡大に向け、国に

おいても、配車システムのリース料等導入に係るコストの低減方策等の環境整備

を検討する必要がある。 

 

2)病院等施設との連携による幹線バスと接続するデマンドバスのリアルタイムな配

車予約システム等の導入 

 

③交通計画の策定等、市町村等の地域交通への取組みへのトータル支援 

ＩＴを活用した交通計画策定支援システム（ＣｏｍＰＡＳＳ）の活用（申請に

基づく無償配布）による市町村等の地域交通計画（デマンド型のものを含む。）

の策定の支援や、市町村営バスの標準管理システム（ＣｏｍＭＡＳＳ）の活用（申

請に基づく無償配布）による効率的な市町村営バス運行の支援を積極的に促進し、
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市町村の交通への取組みを計画段階から運行までをトータルでサポートしていく

必要がある。 

 

1)交通計画策定支援システム（ＣｏｍＰＡＳＳ）の活用による支援 

中国運輸局では、産学官の連携により、地域情報データ（集落人口等）や交通

計画データ（路線、運賃、運行便数等）を入力することにより、高齢者等の移動

手段を確保するための一定の種類の計画路線の採算性、地域住民から見た公平性、

利便性等の評価がシミュレーションできるソフトプログラム＝「ＣｏｍＰＡＳＳ」

を開発した（事例Ⅰ－３－５－３）。 

今後、国において、このソフトを市町村等の申請に基づき無償配布する等によ

り、市町村等の地域交通計画の策定を支援していく必要がある。 

 

2)市町村営バス標準管理システム（ＣｏｍＭＡＳＳ）による支援 

中国運輸局では、市町村等がバス事業を運営する際に必要となる、ダイヤの作

成や車両の管理、運転者の勤務時間管理や輸送実績の集計などの管理業務の効率

的かつ適切な実施と安全運行を支援するソフトプログラム「ＣｏｍＭＡＳＳ」を

開発した（事例Ⅰ－３－５－４）。 

今後、国において、このソフトを申請に基づき無償配布することにより、市町

村営バスの運行を支援していく必要がある。 

 

④いつでもどこでも公共交通情報を 

各交通事業者等が個別に提供している交通機関の運行情報や交通バリアフリー

に関するサービス内容・施策が有効に活用されるよう、国においては、ＩＴを活

用した情報の効果的・効率的な収集・共有・提供を可能とする環境整備等による

情報提供の促進が必要である。また、事業者においても、ＩＴを通じた情報提供

やチケット販売を行うことにより、新たな潜在的利用者の獲得を図ることが有効

である。 

ＩＴを活用した公共交通機関の運行情報等の提供等についての具体的施策の方

向は以下のとおり。 

 

1)電車やバスでも簡単に公共交通情報を 

※広島都市圏においては、旅行者等地域の交通機関に不慣れな利用者や身体障

害者等移動制約者が円滑に公共交通機関を利用できることを目的に、乗継ぎ情報

や運行（航）情報等を旅客船、バス、軌道の車両や交通ターミナル等において提
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供する「Ｍoving-i」システムを、国による主導の下、関係事業者、関係地方公共

団体等の協力により、平成１６年度より本格運用している（事例Ⅰ－３－５－５）。 

今後は、このような取組みを他の都市圏等においても拡大していく必要がある。 

 

2)インターネットや携帯でも総合的な公共交通情報を 

※利用者から見たバス等公共交通の複数の事業者による運行情報の提供につい

て、その内容や方式が統一されていない現状であるが、国土交通省の策定した公

共交通情報データ標準を活用して、都市圏全体のこれら運行情報を一括してイン

ターネット、携帯電話等で入手可能とするための仕組みづくりが国の支援により、

広島都市圏で試行されている（事例Ⅰ－３－５－６）。 

また、フェリーや旅客船の運航状況や時刻表・運賃等に関する情報やみなとの

情報を、携帯電話やインターネットで利用者の方にリアルタイムで提供するシス

テム「みなとナビ Hiroshima」「みなとナビ三原・尾道」の運用を開始している

（事例Ⅰ－３－５－７）。 

今後は、このような仕組みを自立定着させるとともに、他の都市圏の運行情報

についても同様に入手できるよう、各地域での取組みが必要である。 

※岡山県の旭町では、民間事業者の廃止代替バスの時刻表を携帯電話のホーム

ページでも見られるサービスを始めた（事例Ⅰ－３－５－８）。 

このような取組みや、インターネットや携帯端末を通じたチケット予約等によ

り、利用者が手軽に運行時刻を知ったり、チケットを入手することができ、利便

性が向上するとともに、事業者の増収にもつながると考えられることから、各事

業者等においても、同様の取組みを行う必要がある。 

 

3)ＷＥＢによる公共交通利用促進等に向けた取組み事例等の情報提供 

国において、生活交通の確保、公共交通利用促進等に向けた取組みの事例、そ

の収支状況、効果等の詳細情報について、誰からも容易にアクセスできる形でデ

ータベース化して、国土交通省のＷＥＢ※26 ホームページで提供することが望まし

い。 
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６．観光振興等との連携による公共交通の活性化 

 

(1)現状と課題～交流人口の拡大による公共交通の活性化の必要 

中国地方の各地域においては、人口減少の影響等により、公共交通機関の利用

者が概ね減少してきている。 

こうした中、瀬戸内海等の観光資源を活用した交流人口の拡大による公共交通

の活性化は大きな課題である。 

アンケート結果においても、離島の地理的及び自然的特性を活かした取組みと

して、各種イベント等の開催のほか、観光資源を開拓、活用することによる振興

等を挙げている（図表Ⅰ－３－６－１）。 

しかし、中山間地域や島しょ部の場合、公共交通のサービス水準そのものが低

いこともあり、公共交通への観光客の呼び込みにあたっては、公共交通を活用し

た観光周遊ルートの周知（情報提供）などの工夫が必要である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表Ⅰ－３－６－１：離島の地理的及び自然的特性を活かした取組み 

 

3

8

12

17

7

7

7

2

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

広域的市町村の連携による離島振興計画の策定

特産品の開発販売等産業を活性化することによる振興

観光資源を開拓、活用することによる振興

各種イベント等の開催

体験学習や研修等の離島への誘致

海上交通や島内交通の整備・改善

広域的な情報提供への取り組み

その他

（市町村数）

約８割（27市町村）で検討・実施 

 

（複数回答）
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 (2)検討の視点と具体的施策の方向 

 

①地域の交通を観光客にも使いやすいものに 

中山間地域や島しょ部を中心に公共交通のサービス水準が低いことから、公共

交通を利用して観光周遊を行うことが困難となっている。 

このため、既存のバス、定期航路等の接続の改善を図り、ネットワーク化し観

光ルート化することや、観光需要のある新たなルートの開拓を行うなど観光二次

交通の整備と併せた公共交通の活性化を図っていく必要がある。 

その具体的施策の方向は以下のとおり。 

 

1)生活需要と観光需要をともに取り込んだ循環バスの導入 

※萩市においては、市内の公共施設や観光スポットを巡回するコミュニティバ

ス「まぁーるバス」を運行し、生活需要とともに観光需要を取り込むことで利用

者の確保を図っている（事例Ⅰ－３－６－１）。 

このように、観光需要を取り込むことにより、生活路線の維持・活性化を図る

ことが必要である。 

 

2)高速船の導入等による所要時間短縮による旅行ニーズの喚起 

 

3)地域の航路・バス等が乗降自由の周遊フリーパス等の導入 

※鳥取県の日ノ丸自動車㈱及び日本交通㈱では、観光客をターゲットに県内２

社の路線バスと循環バス全線が３日間１５００円で自由に乗降できる共通パスポ

ート「のりあいばす乗放題手形」を発行している（事例Ⅰ－３－６－２）。 

このような取組みにより、地域交通への観光客の呼び込みを図っていく必要が

ある。 

 

②観光情報と交通情報とを使いやすくまとめて提供 

公共交通のサービス水準が低い地域においては、公共交通を利用して観光周遊

を行えることについて、広域的に情報提供を行っていくことが必要である。 

公共交通を利用した観光ルートの情報提供等についての具体的施策の方向は以

下のとおり。 

 

1)周遊ルートの紹介と利用可能な交通機関の時刻表等の一元的提供 

※中国運輸局が中心となって立ち上げを進めている中国ブロック観光情報サイ



60 

トでは、公共交通機関を活用した観光周遊ルート情報とともに、事業者のホーム

ページとのリンクによる時刻表の一元的提供を予定している（事例Ⅰ－３－６－

３）。 

このように、周遊ルートの紹介と利用可能な交通機関の時刻表等の一元的な提

供が必要である。 

 

③移動手段そのものを魅力的なものに 

交通手段そのものを観光資源化することにより、観光客の公共交通への呼び込

みを図る必要がある。 

交通手段の観光資源化による公共交通の活性化についての具体的施策の方向は

以下のとおり。 

 

1)経路変更等による既存の航路・バスへの観光的要素の付加 

※宮島と本土を結ぶ宮島連絡船では、厳島神社の大鳥居沖を経由して運航する

サービスを行っている。このように交通手段そのものに観光的要素を付加する取

組みが必要である（事例Ⅰ－３－６－４）。 

 

2)船上や寄港地での体験学習等の実施等 

※滋賀県では、学習船「うみのこ」による航海体験学習事業「びわ湖フローテ

ィングスクール」を実施している（事例Ⅰ－３－６－５）。 

このほか、修学旅行等の誘致等により、交流人口の拡大を図り、将来にわたっ

て子供たちに島、船、海などへの愛着を持たせるような取組みを行っていく必要

がある。 

 

3)地方鉄道列車、路面電車等の観光資源化 

※ＪＲ西日本では、木次線トロッコ列車「奥出雲おろち号」などの観光列車を

運行している（事例Ⅰ－３－６－６）。 

このように、列車の観光資源化により、地方鉄道への観光客の呼び込みを図っ

ていく必要がある。 

また、都市部においても、路面電車そのものを観光資源化していくような取組

みが必要である。 

 

④公共交通機関を使って沿線の観光イベントに 

沿線地域で開催される各種イベント等と連携し、イベントとの共通割引乗車券
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の発売や、イベント専用列車等の運行により、活性化を図る必要がある。 

観光イベント等の開催との連携による活性化についての具体的施策の方向は以

下のとおり。 

 

1)沿線で行われるイベントとの共通割引乗車券の発売 

 

2)イベント専用列車等の運行 
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７．環境にやさしい交通を目指して 

 

１．（３）のとおり、中国地方において、低公害車の普及促進、モーダルシフ

トの推進及び公共交通機関の利用促進等に重点的に取組む必要がある。 

 

（１）現状と課題 

 

①低公害車の普及状況～バス及びトラックの低公害車の拡大が課題 

既に実用段階にある低公害車には、ＣＮＧ（圧縮天然ガス）自動車、電気自動

車、メタノール自動車、ハイブリッド自動車※27.及び低燃費かつ低排出ガス認定車
※28 があり、環境問題への対応としてこれら低公害車の普及促進策が講じられてき

たところである。 

中国地方における平成 15 年 3 月末の低公害車の普及状況については、低公害

車保有率（自動車の保有車両数に占める低公害車保有車両数の割合）は 9.6％で、

全国平均の 8.8％を上回っていることなどから普及状況は良好であるが、そのう

ち、バス及びトラックの低公害車保有率は共に 0.04％で、全国平均のそれぞれ

0.34％及び 0.12％を大きく下回る状況にある（図表Ⅰ－３－７－１）。 
図表Ⅰ－３－７－１：低公害車普及促進 

低公害車保有車両数

•マイカーの継続的な低公害化が必要

中国管内 全国

　293,008　(9.61%) 4,576,198　(8.8%)

トラック

バ ス

220　(0.04%) 11,186　(0.12%)
　6　(0.04%) 782　(0.34%)

•トラック、バスの低公害化の迅速な拡大が必要

•低公害車の導入促進と連携して進めるべきその他の方策
•インセンティブの付与
•低公害車導入のための環境整備

（保有率）

２０１０年度までのできるだけ早い時期に１０００万台
以上の普及を目指す

低公害車開発普及アクションプラン

２０１０年度までに中国地方では、５８万７千台以上
の普及が必要

中国地方低公害車導入目標

課　題

中国地方の低公害車普及状況

エコドライブ

対　応

•効果的な普及啓発・情報提供の継続的実施

低公害車普及促進

合　計

（保有率）

２００２年度末現在

【中国地方低公害車導入促進協議会】

２００５年度末までに５８万７千台以上の低公害車の普及を
決議

 
資料：保有車両数月報（国土交通省）から
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このため、特に、バス及びトラックにおいてＣＮＧ車をはじめとした低公害車

を普及させることが重要な課題となるところであるが、現在、バス及びトラック

に関して最も多く導入が進んでおり、今後も低公害車普及の主軸となるであろう

ＣＮＧ車に関しては、運行のためのエネルギー供給の基盤となる CNG スタンド※

29 の中国地方における設置状況が、平成１５年１２月時点で８ヶ所、平成１６年

２月現在でも９ヶ所という状況であり、ＣＮＧ車の導入を支援する上で、基盤整

備が十分進展しているとは必ずしも認められない状況にある（図表Ⅰ－３－７－

２）。 

実際、バス・トラック事業者に対するアンケート調査を実施した結果では、低

公害車(CNG 車)を導入しない理由として、CNG スタンドが十分に整備されてい

ない点や、割高な車両購入費用を挙げており、普及促進をするためには何が必要

であるかについては、購入時の補助・支援制度の充実や CNG スタンドの整備等を、

普及促進をするために必要な情報としては、CNG 車にかかるコストや CNG スタ

ンドの場所等を挙げている（図表Ⅰ－３－７－３、図表Ⅰ－３－７－４）。 

図表Ⅰ－３－７－２：ＣＮＧスタンド等基盤整備等 

 

平成１５年１２月３日 松江市に設置 

平成１６年２月１３日 呉市に設置  

電気 天然ガス メタノール 計

鳥取 2 2

岡山 1 1

広島 4 4

東京 3 25 28

大阪 4 25 29

愛知 10 18 2 30

その他 29 103 7 139

全国計 46 178 9 233

平成１５年３月現在 

■電気エコステーション 
 ＵＳＪエコ・ステーション【大阪市】 

■天然ガス エコステーション 
 エコステーション平和島 

天然ガス 

 

資料： (財)エコ・ステーション推進協会
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導入している
33%

導入して
いない

67%

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

①事業者のＣＮＧ車の導入状況（回答数 54） 

 
 

 

 
 

 

 
 

②未導入事業者の今後の導入意向（導入しない理由等 ）（回答数 15 複数回答） 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○調査概要 
・調査対象：中国地方で営業する事業者 81 社（バス 44 事業者・トラック 37 事業者） 
・調査方法：郵送配布・郵送回収方式 
・調査時期：平成 15 年 12 月～平成16 年 1 月 
 
○配布回収状況 
 

 配　布 回　収 回収率

81 54 66.7%

13

4
4

9
0

8
1

2

0
0

2
1

0

0 2 4 6 8 10 12 14

車両購入にかかる費用が割高

燃料にかかる費用が割高

ＣＮＧスタンドが遠い

ＣＮＧスタンドが少ない

ＣＮＧスタンドの利用時間が短い

メンテナンス体制が不十分

メンテナンスにかかる費用が割高

走行距離が短い

走行時のパワーが不足

積み荷のスペースが狭い

法律・条例等による導入の強制がない

導入を判断する上での情報が不足

その他

図表Ⅰ－３－７－３：ＣＮＧ車の導入状況と今後の意向（事業者アンケート調査の結果） 



65 

4

24

14

5

32

8

24

9

5

7

11

2

0 5 10 15 20 25 30 35

ＣＮＧ車の種類

ＣＮＧ車の車両価格

ＣＮＧ車の走行性能

ＣＮＧ車の燃費

ＣＮＧ車の導入に対する支援制度

ディーゼル車等に対する法規制動向

ＣＮＧスタンドの場所

ＣＮＧ車向けの燃料の価格

先行導入事業者での運用状況

メンテナンス工場の場所

メンテナンスにかかる費用

その他

  

 

 
①ＣＮＧ車の普及促進方策に必要な情報（回答数 50 複数回答） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ＣＮＧの普及に必要な事項（回答数 52 複数回答） 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

15

43

3

5

11

19

9

1

0 10 20 30 40 50

購入時の補助・支援制度の充実

燃料価格の低下

ＣＮＧスタンドの整備

ＣＮＧスタンドの営業時間の延長

メンテナンスの簡易化

メンテナンスの低価格化

車両性能の向上

ＣＮＧ車の優先策の充実

その他

図表Ⅰ－３－７－４：ＣＮＧ車の普及促進（事業者アンケート調査の結果） 
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なお、市町村に対するアンケート調査では、回答のあった１９０市町村のうち

１１７市町村（６２％）が、主に低公害車の普及啓発及びグリーン購入法※30 施行

等の動機により低公害車を導入しており、約１割に当たる１９市町村が「低公害

車の導入指針」「年次と導入台数を定めたアクションプラン」などの低公害車の

導入に関する具体的な計画を策定している。一方で、財政上の問題、市町村合併

などの状況から導入を断念または導入予定がないと回答した自治体については、

その具体的な理由として、約７割の市町村がコスト面から車両購入にかかる費用

が割高なことを挙げており、次いで、燃料スタンドが少ない又は遠いなど導入の

ための基盤整備が整っていないことを挙げている（図表Ⅰ－３－７－５、図表Ⅰ

－３－７－６）。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治体のＣＮＧ車の導入状況 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

○調査概要 
・調査対象：中国地方管内 308 市町村 
・調査方法：郵送配布・郵送回収方式  
・調査時期：平成 15 年 12 月～平成 16 年 1 月 
 
○配布回収状況 
 配　布 回　収 回収率

308 198 64.3%

導入していない
38%

導入している
62%

（平成15 年 10 月現在）

【回答の合計値】 （台）
低公害車

低燃費かつ
低排出ガス の導入率

①乗用車 4110 3 6 88 206 303 7%
②貨物車 5,135 2 7 0 182 191 4%
③バス 903 0 8 1 8 17 2%
④特種車 4,368 0 1 0 51 52 1%
　　計 14,516 5 22 89 447 563 4%

車種 台数

うち低公害車の台数

電気 ＣＮＧ
ハイブリッ

ド 計

図表Ⅰ－３－７－５：ＣＮＧ車の導入状況（自治体アンケート調査の結果） 
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50

1

9

12

1

7

3

6

5

2

2

7

20

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

車両購入にかかる費用が割高

燃料にかかる費用が割高

燃料スタンドが遠い

燃料スタンドが少ない

燃料スタンドの利用時間が短い

メンテナンス体制が不十分

メンテナンスにかかる費用が割高

走行距離が短い

走行時のパワーが不足

積み荷のスペースが狭い

法律・条例等による導入の強制がない

導入を判断する上での情報が不足

その他

図表Ⅰ－３－７－６：低公害車を導入しない理由（自治体アンケート調査の結果）（回答数７１ 複数回答）
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②モーダルシフトの状況～中国地方のモーダルシフト化率の長期低下傾向に歯止め

をかける環境が近年形成 

中国地方のモーダルシフト化率は、10 年以上にわたって産業構造や出荷構造に

影響を受けて低下してきた。 

平成 15 年 10 月の「山陽本線の貨物輸送力増強計画に対するモーダルシフト

推進に関する調査報告書」でも、荷主企業が重視する輸送条件は「トータルコス

トが安いこと」が最も多く、実際に鉄道を利用している理由に低コストを挙げて

いる。一方、鉄道を利用していない理由として輸送リードタイムが長くなること

を第１位に挙げている。荷主の中には鉄道や海運のサービス水準に不満や不安を

抱くものもある（図表Ⅰ－３－７－７）。 

図表Ⅰ－３－７－７：モーダルシフトの状況 
（「山陽本線の貨物輸送力増強計画に対するモーダルシフト推進に関する調査報告書（平成 15 年10 月）」） 

鉄道貨物輸送を利用している荷主企業の利用の条件・理由

9

1 0

2

1 6

14

37

2

6

2

3

1

2

1

1

5

6

1

4

15

2 2

4

13

2

3

3

2

1

2

11

4

5

3

3

7

9

13

5

5

11

10

2

4

21

0 20 40 60 80

1.輸送リードタイムが短縮できる、もしくは従来と変わらないこと

2.指定到着時間まで貨物が到着すること

3.現在の輸送システム（発着時間帯等）にﾏｯﾁしたダイヤがあること

4.輸送距離が長距離であること

5.輸送量が大きいこと

6.貨物の輸送ロットが鉄道コンテナに適合していること

7.輸送コストが削減できる、もしくは従来並であること

8.計画輸送（定時定型的な輸送）が可能な輸送であること

9.輸送品質が保たれること

10.貨物駅における保管フリータイムが長いこと

11.事業所の近くにコンテナ取扱施設があり、便利であること

12.従来よりＪＲ貨物や通運事業者との付き合いがあったこと

13.環境負荷の低減に資すること

14.企業イメージの工場に資すること

15.特に条件等はない

16.その他

1位
2位

3位

合計16件（15%)

合計16件（26%)

合計7件（7%)

合計42件（40%)

合計32件（31%)
合計66件
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合計7件（7%)
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合計6件（6%)
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鉄道貨物輸送の利用上の問題・利用しない理由
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5.輸送量が小さいこと
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15.その他

1 位
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合計79件
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現在鉄道貨物輸送を利用している荷主企業の今後の利用意向
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荷主企業が重視する輸送条件
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このため、モーダルシフトを推進するためには、鉄道・海運事業者のサービス

改善は不可欠である。 

ただし、近年になってモーダルシフト化率の上昇が期待できる環境が生じてい

る。 

 

1)着実に進む鉄道・海運の輸送サービスの改善 

内航海運においては、「次世代内航海運ビジョン」※31 に盛り込まれたスーパー

エコシップ※32 の開発、高度船舶安全管理システムの導入、コンテナターミナルゲ

ートの 24 時間フルオープン化、船舶管理会社※33 形態の導入等の普及や開発が着

実に進んでいる｡また、平成 16 年５月に成立した内航海運業法の一部改正法によ

り規制緩和を柱とする事業活動の活性化策が実施されることとなった。 

さらに、広島～東京、岩国～東京等の内航定期航路に加えて、平成 15 年 11

月から九州～山陽～首都圏で高速 RORO 船※34 の運航が開始され、首都圏との高

速海上物流ルートが強化された。鉄道においても、着発線荷役駅の整備※35、荷役

作業管理の IT 化※36 等による輸送時間の短縮化が全国的に進められているほか、

平成 18 年度末の完成を目途に JR 山陽線の輸送力増強工事が進められている。 

 

2)トラックに対する新たな安全・環境規制の導入による鉄道・海運の相対的な競争

力の向上 

平成 15 年 9 月から大型トラックにスピードリミッターの装着が義務付けられ、

走行速度が時速 90 キロメートル以下になった。また、平成 15 年 10 月から首

都圏で条例によるディーゼル車の排ガス規制（走行規制）が開始され、また、平

成 16 年 10 月から兵庫県内においても同種の規制が開始される。 

相次ぐトラックへの社会的規制の強化により、中国地方発着の長距離輸送分野

では、スピード、輸送コストの両面で鉄道・海運の競争力は相対的に強まってい

る。 

 

3)企業の社会的責任（ＣＳＲ）が問われる時代に 

近年、ＣＳＲ※37.の重要な要素として環境への配慮姿勢が位置付けられるように

なった。既に製造業を中心に、環境への配慮を企業活動に内在化する手法として

ISO14000※38 シリーズの取得が進んでいる。 

また、政府は、企業が任意に取得する ISO14000 シリーズに加えて、より広

い視点から大企業に対して環境配慮に関する説明責任を明確に位置付けようとし
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ている。 

 

4)3PL ビジネスの育成 

米国で定着した 3PL※39 事業については、既に各企業が取組みを始めており、

今後わが国でも急成長すると予想されている。モーダルシフトにより物流コスト

の低減が期待される場合は、長いリードタイムが許容される環境の創造や貨物の

大ロット化を通じて、低コスト化を図ろうとすることから、３ＰＬ事業がモーダ

ルシフトの新たな推進役になる可能性が高い。 
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（２）検討の視点と具体的施策の方向 

 

①低公害車の普及促進～自動車単体の改善 

自家用乗用車については、運輸部門における CO２排出量増大の主要因であるこ

とに鑑み、更なる低公害車の導入促進を図るため、低公害車導入にかかる普及啓

発を行ってきたところであるが、今後においても、国としての取組みをはじめ、

中国地方低公害車導入促進協議会の活用や地域団体、自治体等との連携による効

果的な低公害車の普及促進を継続的に実施していく必要がある。 

また、バス及びトラックについては、CO２排出抑制の対応のみならず、大気汚

染問題への対応にも鑑み、遅れているバス及びトラックの低公害化の迅速な拡大

を図るため、補助制度の活用やエコ・ステーションの整備促進等を推進する必要

がある。 

低公害車の普及促進についての具体的施策の方向は次のとおり。 

 

1)啓発・情報提供の継続・充実 

※中国地方低公害車導入促進協議会※40 が企画に参加し、会場の提供を行うなど

の形で、低公害車普及促進イベントを実施した（事例Ⅰ－３－７－１）。 

※中国地方各県の地球温暖化対策等に係る県民活動支援機関と行政が一体とな

った取組みを行った（事例Ⅰ－３－７－２）。 

※低公害車メールマガジン※41 の配信など、ユーザーが自動車購入の際に役立つ

情報発信を行ってきた（事例Ⅰ－３－７－３）。 

今後は、引き続き、各分野・各関係主体（学識経験者、地方自治体、経済団体、

ＮＰＯ、自動車メーカー、石油販売店、運輸関係団体、ユーザー団体、その他関

係団体・事業者等）による中国地方低公害車導入促進協議会への参加を得て、こ

れら参加団体等の積極的な相互の連携の下に、協議会を活用した低公害車普及イ

ベントの実施などを通じ、参加する各団体、事業者等はもとより一般市民に対す

る一体的かつ効果的な啓発・情報提供活動を行う必要がある。 

また、協議会としては、低公害車メールマガジンの登録目標設定による情報提

供促進、低公害車率先導入の計画的実施、環境関係イベントにおける情報発信の

充実、クリーンエネルギー自動車の更なる導入促進、運輸事業者のグリーン経営

の推進に重点的に取組む必要がある。 
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2)低公害車導入のための環境整備 

低公害車導入促進へ向けた基盤整備面からの取組みとして、ＣＮＧスタンド等

のエコ・ステーションの整備促進のため、関係事業者等に対し既存の補助金制度

の周知等を行う一方で、自治体等関係機関においても、支援制度の充実に努める

必要がある。 

また、エコ・ステーションの設置が低公害車の普及に弾みをつけるものとなる

ことから、国において、事業者等へのエコ・ステーション設置状況の周知、未設

置地域の関係機関等への働きかけを行い、エコ・ステーションの整備地域におけ

る低公害車の重点導入を支援する必要がある。 

 

3)インセンティブの付与 

※国において、交通エコロジー・モビリティー財団※42 の行うグリーン経営認証

制度※43 の事業者に対する周知を行ってきた（事例Ⅰ－３－７－４）。 

今後も、国において、低公害車の導入目標の設定等を認証基準項目に含むグリ

ーン経営認証制度の普及及び表彰制度などによるインセンティブの付与を行うこ

とにより、事業者等における低公害車導入を促進する必要がある。 

 

4)低公害車導入促進と連携して進めるべきその他の方策 

※エコドライブ普及連絡会※44（警察庁、経済産業省、国土交通省、環境省）に

おいてステッカー配布等を行ってきた（事例Ⅰ－３－７－５）。 

今後も、関係行政機関の連携により、エコドライブ（アイドリングストップの

励行等）普及推進施策を推進する必要がある。 

 

②モーダルシフト～物流での利用転換 

中国地方に係るモーダルシフトは、事業者のサービス改善、国の主導によって

全国的に進められる鉄道・海運の競争力強化策、当地方以外の地域で講じられる

改善策も相俟って推進されるが、中国運輸局により講じられるべきモーダルシフ

トの推進策は次のとおりである。 

 

1)モーダルシフト推進のための荷主側の工夫とノウハウや支援措置の荷主等への周

知 

※モーダルシフト優良荷主の実例を見ると、ほとんどの場合、モーダルシフト

によりリードタイム※45 の延長と輸送コストの削減が見られるが、リードタイムの

延長に対処するため、優良荷主はそれが問題にならない出荷品の選別、鉄道コン

テナの出発時間を考慮した生産・流通工程の見直し等を行っている（事例Ⅰ－３
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－７－６）。 

このようにモーダルシフト推進のためには、荷主側においてマイナス面を克服

するための工夫を行うとともに、そのノウハウを荷主に広範に周知することが重

要である。また、その際には、モーダルシフト実証実験補助制度※46 等の経済的な

支援措置のほか、環境配慮型経営促進事業の低利融資制度（日本政策投資銀行）※

47、モーダルシフト優良荷主制度等、環境・経営上の効果、ノウハウ等の周知も重

要である。 

周知方法も講演会の開催、リーフレット等の作成などにより、荷主へ直接周知

するなど多様化を図る必要がある。 

※国土交通省では、平成 16 年からモーダルシフト促進キャンペーンを実施し、

中国運輸局もこのキャンペーンの一環として、独自に一般消費者を対象に環境に

やさしい鉄道コンテナ利用促進キャンペーンを実施した（事例Ⅰ－３－７－７）。 

今後は、このような取組みを拡大していく必要がある。 

 

2)ISO 取得荷主やモーダルシフトに意欲ある荷主事業場に対する要請 

ISO14000 シリーズの取得済み荷主や環境配慮への説明責任が問われる大企

業を中心に、モーダルシフトの意義に理解を求め、具体的な行動を求めていくこ

とが効果的である。 

また、公的主体が荷主に対して物流ニーズ・アンケート調査を行う際、JR 貨物

等も共同実施主体として参画し、回答票からモーダルシフトへの意欲を把握し、

荷主開拓に活用することも効率的である。 

 

3)中国地方における 3PL 育成支援 

※国土交通省は中小物流業者の 3PL 化を支援するため、平成 16 年度から中小

物流業者を対象に「3PL 人材育成事業」を各地で実施することとしている（事例

Ⅰ－３－７－８）。 

中国地方においてもこうした事業の活用を通じて 3PL の育成を支援する必要が

ある。 

 

4)荷主と物流事業者とのパートナーシップ強化への支援 

モーダルシフトの推進には、荷主と物流事業者の連携が必要不可欠である。特

に、モーダルシフトを地球環境への配慮の視点を含めて推進しようとする場合は、

荷主と物流事業者が燃料消費削減量に関する試算方法を共有した上で、相互に協

調してモーダルシフト計画を策定し、事後評価できるようにする必要がある。 
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運輸局等の行政機関は、こうした荷主・物流事業者のパートナーシップを支援

するため、モーダルシフト実証実験補助制度で採用されている CO2 削減量の試算

方法の周知、優れたパートナーシップの表彰や事例紹介等を行う必要がある。 

 

5)モーダルシフト化の動向分析の深度化 

中国地方におけるモーダルシフトを的確に推進するため、当地方のモーダルシ

フト化率を把握し、変化が見られた輸送区間、輸送モード、輸送品目等を特定し、

変化要因を抽出する必要がある。 

また、事業者から提供される月次の輸送実績を鉱工業指数等の動向と参照しつ

つ、足下の長距離輸送動向や中国地方の出荷動向を把握する必要がある。 

 

6)中国モーダルシフト推進協議会の機能の強化 

※モーダルシフトの推進を目的として平成８年にモーダルシフト推進協議会が

設置され、これまで荷主ニーズ調査、モーダルシフト事例集の作成、モーダルシ

フト優良荷主表彰を行ってきた（事例Ⅰ－３－７－９）。 

今後は、荷主への情報提供機能を強化するため、委員構成の拡大や調査・広報

活動を強化していく必要がある。また、施策の具体化に当たって、中核的な組織

として実務者から成るタスクフォース※48（「エコ輸送推進プロジェクト・チーム」

（仮称））を設けることが有効である。 

 

③公共交通機関等の利用促進等～地域の手でマイカーからの利用転換を 

これまでマイカーを利用していた旅客を環境負荷のより小さい公共交通機関等

へシフトさせることは、自動車の走行量の削減につながることから、地球温暖化

対策の面からもその推進が求められる。 

このため、IC カードの導入、乗継ぎ改善等のサービス・利便性向上等をはじめ、

３．－１から６までに記述した施策により、公共交通機関等の利用促進を図るこ

とが重要であり、次のような支援施策や取組みも必要に応じて活用しつつ、民間

や市民の意識改革を通じて、マイカーから公共交通機関等への利用転換を強力に

推進する必要がある。 

 

1)ＴＤＭ（交通需要マネジメント）実証実験※49 による支援 

※山口市内の３つのルートにおいて、低運賃でわかりやすく利用しやすい運賃

設定（１乗車１００円）により小型巡回バスを運行し、さらに、定時運行確保の

ためにＰＴＰＳの導入、交差点の改良や道路拡幅の実施を行う実証実験を行った
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（山口市コミュニティバス）。 

実験の結果、一便当たりの平均乗車数において目標を上回る増加（＝マイカー

から公共交通への利用転換、交通渋滞の解消）が実現し、当該実証実験終了後に

おいても、運行システムの改善を図りつつバスの運行が継続されている（事例Ⅰ

－３－７－１０）。 

 

2)広域的な公共交通利用転換に関する実証実験による支援 

※下関市において、サンデン交通㈱が昼間限定の割引バスカード（デイタイム

買物バスカード「むさし」）の発売を行い、このバスカードを利用して㈱下関大

丸に来店した客に対し購入額に応じたバスカードを更に提供するシステムについ

ての実証実験を行った。 

実験の結果、自家用乗用車からバスへの転換が進むことが実証された。また、

中心市街地へ新たな買物客を呼び込む効果があったものと考えられている（事例

Ⅰ－３－７－１１）。 

 

3)環境定期券の創設・拡充（休日の家族割引）等 

※広島県等のバス事業者２７社では、休日等のバス利用について割引運賃を導

入し、買物、行楽等のマイカー利用者をバスに誘導する取組みを行っている。（事

例Ⅰ－３－７－１２）。 

 

4)環境的に持続可能な交通（EST）社会の実現を目指す地域の総合的な取組み 

マイカーに過度に依存しない、環境的に持続可能な交通(Environmental 

Sustainable Transport)社会の実現を目指し、公共交通の利用促進、交通流の円

滑化対策、低公害車の導入促進等の取組みについて、個々の措置をパッケージで

計画的に実施することによって、マイカーから公共交通への転換効果が相乗的に

生じるよう、地域が総合的に推進していくことが必要である。 

 

5)交通に関する環境学習・環境教育 

次代を担う子供から大人まで、学校教育や体験プログラムの場を通じて、交通

における環境問題や環境負荷の小さい交通体系の実現の必要性についての認識を

高め、身近な環境保全活動の達成感を通じて、環境にやさしい交通行動へとねば

り強く誘導していくことが必要である（3.-4.(2)①及び 3.-4.(2)⑤2）参照）。 
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４．検討の視点と具体的施策の方向（その２） ～各地域における個別的事項 

 

１．中山間地域の交通 ～集約化と一元化で生活交通の確保を 

 

(1)現状と課題～生活交通の確保と幹線交通・域内交通の整理が課題 

 

①公共交通の利用者の減少 

中山間地域においては、従来の乗合バス路線の採算が悪化し、不採算となった

路線からの撤退が相次いでおり、乗合バス撤退後の生活交通の確保が大きな課題

となっている。 

こうした中、多くの地域で、市町村等による廃止代替バスの運行等が行われて

いるほか、人口密度が極めて低い地域における交通弱者のための日常の移動手段

として、デマンド型の乗合タクシー等の新しい交通サービスの導入の動きも拡が

ってきている。 

また、スクールバスや自家用車などの既存の車両等の有効活用により、生活交

通を確保する例も増えてきている。 

アンケート結果においては、スクールバスについては、約５割の市町村で運行

されており、約４割の自治体で一般乗合バス（生活バス）との一元化を実施もし

くは検討している。この中には、例えば、広島県大朝町のように、車両を小型か

ら中型へ変更するとともに、路線も変更して効率化を図った例もある。一方で、

通常バスダイヤとの調整や学校行事等との連動がネックとなり一元化が困難とな

っている例もある（図表Ⅰ－４－１－１）。 

図表Ⅰ－４－１－１：スクールバスの現状 
 
運行している市町村は、214 市町村のうち 110 市町村 ＝ 約５割 

民間事業者
運行委託

54%

市町村

直営
46%

有り
40%

無し
60%

1 9

39

6 9

1 4

37

9 3

137

1 9

0 5 0 100 150

大型バス

中型バス

小型バス（マイクロ）

その他（ワゴン車など）

市町村数

台数

★運営方法→民間委託と直営が半々 ★車両→小型マイクロが多い

★一元化→約４割で検討・実施

例：車両を小型から中型へ変更、
　　路線も変更して効率化
　　　　　　　（広島県大朝町）

★問題点
　通常バスダイヤとの調整、
　学校行事との連動　等が問題
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同様に、福祉バス（患者輸送バス）※50 についても、約４割の自治体で一元化を

実施もしくは検討している（図表Ⅰ－４－１－２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②幹線交通と域内交通との接続の不便等 

中山間地域における交通においては、地方都市等への幹線交通と域内の交通と

の間でのダイヤ接続の不便やバス停が分離されているなどの問題がある。 

こうした中、アンケート結果においては、中山間地域等の生活交通維持のため

の施策について約３割の市町村が取組んでおり、中でも幹線交通と域内交通との

路線の整理を挙げる市町村が最も多く、次いで情報技術を活用したデマンド型交

通の導入が多い（図表Ⅰ－４－１－３）。 

図表Ⅰ－４－１－２：患者輸送バスの現状 
 
運行している市町村は 214 市町村のうち 29 市町村 ＝ 14％ 

台数 うち　福祉仕様

中型バス 5

小型バス（マイクロ） 17 2

その他（ワゴン車など） 13 1

計 35 3

市町村直
営
54%

民間事業
者運行委

託
46%

有り
36%

無し
64%

★運営方法→民間委託と直営が半々

★一元化→約４割で検討・実施

★車両→小型バスが多い

 

図表Ⅰ－４－１－３：中山間地域等の生活交通維持のための施策 

 

9

1

3

35

6

20

0 5 10 15 20 25 30 35 40

情報技術を活用したデマンド型交通の導入

物流システムとの複合化

補助金交付における競争原理の導入

広域幹線系・域内循環系の路線の整理

自家用車を活用した住民ボランティア輸送サービスの導入

その他

（市町村数）

約３割（ 64 市町村）が取り組む 

 

（複数回答） 
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 (2)検討の視点と具体的施策の方向 

 

①ＭｙカーからＯｕｒカーへ 

中山間地域のように公共交通の需要が少なく、乗合バスの運行が困難になって

いる地域においては、サービスの一元化をはじめ自家用車も含めた既存の車両等

を有効活用することにより、生活交通の確保を図っていく必要がある。 

なお、住民ボランティア等によるサービスの提供にあたっては、サービスを提

供する側も利用する側も安心して提供又は利用することができるよう、サービス

の法的な位置づけの明確化をはじめ、安全の担保、損害補償のあり方等について

制度的な確立を図るなど、サービスの導入が適正かつ円滑に行われるような環境

整備を行っていく必要がある。 

生活交通の確保に向けての具体的施策の方向は以下のとおり。 

 

1)スクールバス・福祉バス等の多面的活用 

（一般混乗や一元化の一層の促進のための具体的検討） 

※山口県美和町においては、スクールバスへの一般利用者の混乗等により生活

交通の確保を図っている（事例Ⅰ－４－１－１）。 

今後は、このようなスクールバス等の多面的活用による生活バスとの一元化を

進めていく必要があり、そのための環境整備について、制度面の改善を含めた検

討を行うべきである。 

 

2)乗合タクシーの活用 

（町内会による乗合タクシーのチャーター、乗合タクシーの許可基準の弾力化

等） 

※島根県掛合町「だんだんタクシー」（再掲：事例Ⅰ－３－５－２） 

※平成１５年度に、中国運輸局が広島県加計町で実施した、中山間地域型デマ

ンドタクシーの運行実験からは、デマンドタクシーの運行によって、高齢者の外

出機会が増える効果やマイカーから公共交通への転換及びそれに伴う高齢者運転

事故防止の観点での交通安全の向上を促す効果が評価されている（事例Ⅰ－４－

１－２）。 
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3)福祉公用車等のレンタル制度の導入拡大 

※鳥取県日南町では、公務に支障のない時間、曜日に住民に福祉公用車を貸し

出している（事例Ⅰ－４－１－３）。 

中山間地域の高齢者・身体障害者等の移動・外出支援のため、こうした制度の

導入拡大に向けた環境整備について、関係行政機関においても検討を行うべきで

ある。 

 

4)住民参加型輸送の促進 

（ＮＰＯ等によるボランティア輸送特区の全国展開等） 

※岡山県備中町では、地区むらづくり団体が、自家用車でのボランティアによ

る無償移送サービスを始めたことを端緒として、備中町から社会福祉協議会に委

託する形で移送サービスが行われることとなった（事例Ⅰ－４－１－４）。 

このように高齢者等の外出支援のための住民参加型・自家用車活用型のボラン

ティア輸送の導入の拡大に向けて、ボランティア輸送特区の全国展開等制度の弾

力的運用を含めた検討を行う必要がある。 

 

5)自家用車の相乗りの促進 

（相乗り自動車に対する駐車場料金の軽減等の優遇・支援策の検討等） 

 

6)郵便集配車等の活用（ポストバス等の導入）検討 

（導入に向けた具体的調査・検討等） 

※イギリスにおいては、バス事業の規制緩和後、民間バス事業者の撤退後の過

疎地域を中心に、公営企業「ロイヤルメイル」によるポストバスが運行されてい

る（事例Ⅰ－４－１－５）。 

我が国の中山間地域等においても、便間時間における郵便集配車や、民間の共

同配送車を利用した旅客輸送について、制度運用面も含めた環境整備を行う必要

がある。 

 

7)運転手の共同プール制等の検討 

 

②幹線交通と域内交通とをネットワーク化 

中山間地域の交通においては、幹線交通と域内交通の連携を強化することによ

り、効率的な交通体系を確立していく必要がある。 

幹線交通と域内交通との連携の強化についての具体的施策の方向は以下のとお

り。 
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1)従来の冗長路線の幹線・域内線（支線）への整理 

※奈良県十津川村では、民間事業者との協議の結果、幹線は民間事業者が、支

線は一元化して村営バスを運行するよう調整し、生活路線の維持を図っている（事

例Ⅰ－４－１－６）。 

このように、民間事業者と公的セクターとの間で、役割分担を明確にし、かつ、

互いの連携を図ることで効率的な交通体系と運営を行っていく必要がある。 

 

2)幹線バスと域内バス等とのバス停の近接化、道の駅等へのバス停の統合や道の駅

等におけるパークアンドバスライドの実施等 

※広島県御調町の道の駅「クロスロードみつぎ」では、高速バス路線をはじめ、

町内を運行するバス全線が乗入れ、交通拠点としても機能している（事例Ⅰ－４

－１－７）。 

※また、高速道路のＩＣ近くに設置された広島県千代田町の道の駅「舞ロード

千代田」では、高速バスと域内バスの停留所のほか、大型の駐車場も整備されて

いる（事例Ⅰ－４－１－８）。 

このように、道の駅等を地域の交流拠点のみならず、地域の交通拠点としても

整備するなど交通需要の集約化を進めることにより、効率的な地域交通体系の構

築を図るべきである。 
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２．島しょ部の交通 ～効率化・合理化で持続可能な航路運営を 

 

(1)現状と課題～航路収支の悪化への対応と接続の不便等の改善が課題 

 

①航路の廃止、縮小や航路収支の悪化 

中国地方における島しょ部においては、急速な過疎化と高齢化が進展している

ほか、瀬戸大橋、しまなみ海道、安芸灘大橋と相次ぐ架橋の整備に伴い、順次航

路の廃止・縮小が行われてきている（再掲：図表Ⅰ－２－10）。 

こうした中、中国地方の離島航路における旅客輸送人員は減少を続けており、

旅客船事業者においては厳しい経営が続いている状況であり、赤字航路からの撤

退が懸念されている（図表Ⅰ－４－２－１）。 

①航路数                                          ②事業者数                   
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図表Ⅰ－４－２－１：航路の輸送サービス、輸送指標、経営指標等による類型化 
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②本土・島内交通との接続の不便や複雑な航路 

中国地方の離島の多くは、離島航路と本土側交通・島内交通の接続が悪い地域

が多く、また、地域によっては、航路・ダイヤ等が複雑化し、わかりづらいなど

の問題がある（図表Ⅰ－４－２－２）。 

〔安芸灘諸島〕 

 

〔笠岡諸島〕 

  

図表Ⅰ－４－２－２：離島航路ネットワークの現状 
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(2)検討の視点と具体的施策の方向 

 

①海上タクシーや公用船の多面的活用等による輸送の確保 

アンケート結果においては、救急輸送を円滑に確保するためのとして、自治体

による救急船の所有や海上タクシー等を利用した救急輸送体制の整備が挙げられ

ている（図表Ⅰ－４－２－３）。 

このように、海上タクシーや公用船舶を多面的に活用することにより、救急輸

送等を確保する必要がある。 

また、アンケート結果においては、高齢者や身体障害者への運賃補助等の拡大

等、高齢者や身体障害者等に対する福祉輸送のサービスを実施もしくは検討して

いる市町村が約半数にのぼっており、福祉施策との連携・融合による生活航路と

島民の福祉の確保を図る必要がある（図表Ⅰ－４－２－４）。 

海上生活輸送の確保に向けた具体的施策の方向は以下のとおり。 

 

 

 

 

図表Ⅰ－４－２－３：救急輸送を円滑に確保するための施策 
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島内道路等の整備
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海上タクシー等を利用した救急輸送体制

その他

（市町村数）

約６割（21 市町村）で検討・実施 

 
 
図表Ⅰ－４－２－４：高齢者や障害者等に対する福祉輸送サービス 
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（複数回答） 

（複数回答） 
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1)救急輸送や定期航路のない時間帯における生活輸送への海上タクシーや公用船

（スクールボート等）の多面的活用 

※広島県豊浜町・豊町では、呉市消防局に救急輸送等の業務委託を行うととも

に、船舶の運航費を両町で負担している（事例Ⅰ－４－２－１）。 

島しょ部においては、このような工夫により、救急輸送等の確保を図っていく

必要がある。 

 

2)島民に対する運賃補助等における福祉予算の使用、福祉船の運航 

※岡山県笠岡市では、福祉施策として、福祉船「夢ウエル丸」を運航し、島民

の福祉を確保している（事例Ⅰ－４－２－２）。 

島しょ部においては、このような工夫により、島民の福祉の確保を図っていく

必要がある。 

 

②効率化・合理化等による持続可能な航路運営の確保等 

供給過多で各事業者の経営状態が悪化している航路については、協業化や航路

の再編などを図る必要がある。 

また、利用客が極端に少ない区間を中心に、効率化・合理化等により持続可能

な航路運営の確保を図る必要がある。 

さらに、国や自治体による補助については、地域や事業者の効率化への自助努

力を促すような方策を検討していく必要がある。 

持続可能な航路運営の確保に向けた具体的施策の方向は以下のとおり。 

 

1)供給過多で経営が悪化している航路等の協業化、航路の再編 

 

2)一部区間のデマンド型運航の導入、時間帯限定運航等 

 

3)複数事業者間の連携による共同運航、予備船の共同所有化 

 

③架橋整備等に伴う円滑な見直し、転換 

今後も島しょ部においては、新たな架橋整備や島内道路の整備が予定されてお

り、効率的で持続可能な地域交通体系の再構築の観点から、必要な航路の見直し

や陸上交通への円滑な転換等を図っていく必要がある。 

架橋整備等に伴う対応についての具体的施策の方向は以下のとおり。 
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1)架橋整備等に伴う国や県による必要な航路の見直し等の調整、指導 

 

2)陸上交通への円滑な転換のための航路事業者への必要な助成等 

 

④海陸両モードの接続の改善による島しょ部交通のネットワーク化 

島しょ部における交通は、海上交通のほか、本土側交通、島内交通を含めた広

域的なネットワークとして成り立っている。 

このため、航路と本土側交通、島内交通（島内バス等）とのダイヤ接続の改善

や結節点の整備を行っていく必要がある。 

また、これらの改善を行っていくため、広域的な自治体・事業者の連携による

地域交通計画の策定等が必要である。 

島しょ部交通のネットワーク化に向けた具体的施策の方向は以下のとおり。 

 

1)海陸両モードの事業者間の運輸契約締結等によるダイヤ接続 

※広島県能美町では、航路事業者と島内バス事業者の運輸契約により、本土と

をつなぐ船便と島内バスとの乗継ぎに配慮したダイヤを設定している（事例Ⅰ－

４－２－３）。 

このような取組みにより、海陸両モードの連携を図り、利用者利便の向上を図

っていく必要がある。 

 

2)フェリーへのバスの乗入れによる海陸一貫輸送の導入検討 

 

3)旅客待合施設への島内バス等の直接乗入れ（再掲：３－１－③） 

 

4)Moving－i 等による海陸相互の接続情報の一元的な提供 

※Moving-i の活用による情報提供の拡大（再掲：事例Ⅰ－３－５－５） 

 

⑤利用者の視点からのサービス改善を 

島しょ部の海上交通については、このほか、利用者の利便性に配慮したサービ

スの改善を図ることにより、利用促進を図る必要がある。 

島しょ部の海上交通の利用者利便性の向上策についての具体的施策の方向は以

下のとおり。 

 

1)航路発着場の統合等による複雑な航路・ダイヤの見直し 
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2)通勤通学需要等利用者ニーズを踏まえたダイヤの改善 

※隠岐島前の事例（再掲：事例Ⅰ－３－４－２） 

 

3)昼間割引切符等の販売等買物需要等を喚起するサービスの提供 
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３．地方都市の交通 ～中継機能の強化等で「えき」の賑わいを再び 

 

(1)現状と課題～駅の結節機能の向上等による利便性の確保が課題 

 

①マイカーの普及等による公共交通の衰退 

地方都市においては、マイカーの普及により、鉄道・バスといった公共交通機

関の利用が大きく減少した結果、運行回数の減少等、公共交通のサービス水準が

著しく低下している。 

また、地方鉄道は通勤、通学をはじめとする日常生活を支える輸送機関として

の役割を担っているが、マイカーに対する優位性（速達性等）を十分発揮できず、

その多くが維持存続の危機に立っている。 

 

②公共交通機関相互、マイカーとの乗継ぎ等の不便 

中山間地域等と中枢拠点都市等を結ぶ重要な中継結節点でもある地方都市のバ

スターミナルや駅などにおいては、公共交通機関相互やマイカーと公共交通機関

との乗継ぎの利便性の確保が課題となっている。 

アンケート結果においても、地方鉄道の機能強化等のために実施している施策

として、最も多かったのは、駅周辺の駐車場等の整備やレンタサイクルポートの

整備となっている（図表Ⅰ－４－３－１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表Ⅰ－４－３－１：地方鉄道の機能強化・競争力強化等のための施策 
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36
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2

8
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本数の増加や高速化のための施設の整備

駅周辺の駐車場等の整備やレンタサイクルポートの整備

ダイヤの改善

駅舎や車両のバリアフリー化・近代化

公益施設（図書館・文化施設など）等の機能併設

フィーダーバス等の運行等交通アクセスの改善

運賃施策

その他 （市町村数）

約９割（ 93 市町村）が取り組む 

 
 

（複数回答） 



89 

 

(2)検討の視点と具体的施策の方向 

 

①中継結節点としての「えき」の機能強化 

地方都市においては、中山間地域等と中枢・拠点都市とを結ぶ中継結節点とし

ての機能を強化する観点からも、鉄道駅とバスとの連絡の強化など交通結節点の

機能強化を進めていく必要がある。 

中継結節点としての機能強化に向けた具体的施策の方向は以下のとおり。 

 

1)鉄道駅等への幹線バス等の乗入れ 

（駅前広場への乗入れなどを計画的に改善できる枠組みの検討等） 

※広島市の新交通アストラムライン中筋駅の駅前広場においては、高速バスや

空港リムジンバスが乗入れており、広島市北部地域における中継結節点としての

機能を発揮している（事例Ⅰ－４－３－１）。 

このように駅前広場等の整備とあわせ、鉄道駅等への幹線・域内バスの乗入れ

を進める必要がある。 

 

2)鉄道とバスとのダイヤ接続の改善 

 

3)フィーダーバスの整備 

 

②地域の交流・にぎわいの拠点としての「えき」の再生 

モータリゼーションの進展と都市の郊外化等により、地方都市における駅やバ

スターミナル等の交通拠点の求心力が低下しつつあるが、駅舎の地域への無償譲

渡等に伴い、駅舎に福祉施設や観光情報施設等を併設し、駅を地域拠点化してい

くことにより、交通拠点を地域の交流・にぎわいの拠点として再生していく必要

がある。 
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1)自治体による交通拠点への福祉施設等の併設等による地域拠点化 

アンケート結果においては、駅がある市町村の約４分の１（27 市町村）で、駅

舎に駅舎以外の施設を合築しており、合築施設としては、地域交流施設、観光関

連施設、観光案内施設、簡易郵便局等多岐にわたっている（図表Ⅰ－４－３－２、

図表Ⅰ－４－３－３）。 

このように地域が主体となって、駅を地域拠点として再生していく取組みが必

要である。 

図表Ⅰ－４－３－２：駅舎に、駅舎以外の施設を合築した事例 
 

 合築事例は 27 市町村（約４分の１） 
 

県名 市町村名 ①駅名  ②合策施設 概要 

鳥取県 日南町 ＪＲ生山駅 
（建設中） 

インターネットカフェ、 
住宅参画支援センター 

島根県 浜田市 
・ＪＲ浜田駅 
・ＪＲ下府駅 
・ＪＲ周府駅 

・観光協会の設置 
・自治会集会施設 
・デイサービス施設 

広島県 庄原市 ＪＲ備後庄原駅 
・観光情報の提供 
・子育て支援施設 
・教育交流教室 等 

山口県 豊浦町 ＪＲ川棚温泉駅 豊浦コミュニティ情報プラザ 

 
図表Ⅰ－４－３－３：自治体施設との合築駅舎 
 

 

萩   駅

宮 野 駅

狩 留 家 駅
入 野 駅

益 田

幡 生

下 関

厚 狭
小野田

宇 部

宇部新川

小 郡

四 辻
徳 山

櫛ヶ浜

新岩国
岩 国

新下関

横 川

広島

可 部

広

東 広 島

白 市

口 羽

備後落合

浜 田

江 津

府 中

福山

三 原

海 田 市

長門市

戸田小浜駅

日 原 駅

矢 原 駅

長門湯本駅

仙  崎  駅

長門三隅駅
長門古市駅

長門二見駅

川棚温泉駅

神 杉 駅

甲 立 駅
吉 田 口 駅

線     名 実 施 駅 数 計 画 駅 数 合 計

山 陰 本 線 ６ １ ７
芸   備   線 ６ ６
山   口   線 ３ ３
三   江   線 ２ ２

  山 陽 本 線  １ １
美   祢   線 １ １

計 １ ２０１９

山 口

四　辻

山陰本線　川棚温泉駅(平成１４年春完成)

三 次

【凡例】
　　　　　実施駅

　　　　　計画駅

周防高森駅

玖 珂 駅

安　登

安　浦

安芸津

実 施 駅 数 計 画 駅 数

２２ ７

西岩国
(H16.7完成予定)

玉　江
(協 議 中)

須 佐 駅

忠 海 駅

備後庄原
(H16.8完成予定)

西 三 次 駅

平 子 駅

 

交流施設、 

福祉関連施設、 

観光案内施設 

簡易郵便局 等 
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③マイカーで駅まで、駅から自転車で 

公共交通とマイカーや自転車とのアクセスの向上を図るため、鉄道駅周辺のほ

か、郊外の商業施設隣接地やバスの主要停留所などにおいて、パークアンドライ

ド駐車場等の整備を図る必要がある。 

マイカー等と公共交通との連携の強化に向けた具体的施策の方向は以下のとお

り。 

 

1)パークアンドライド、パークアンドバスライド駐車場の整備 

（自治体による公有地の活用や商業施設駐車場の借り上げ等による支援） 

※岡山市では、平成１２年３月から、専用割引バス定期の購入者などを対象と

したパークアンドライドシステムを実施している（事例Ⅰ－４－３－２）。 

今後、パークアンドライドシステムの一層の普及拡大のためには、目的地方面

のターミナルも含めた重層的な整備等が必要と考えられ、関係行政機関、地元自

治体、事業者等において一層の拡大方策について検討を行う必要がある。 

なお、岡山市においては、岡山駅でレンタサイクル制度も行われており（事例

Ⅰ－４－３－３）、これらレンタサイクル制度等との連携も検討されるべきであ

る。 

 

2)レンタサイクルシステムの導入（サイクルアンドライド） 

※福塩線のレンタサイクル制度（再掲：事例Ⅰ－３－４－６） 
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４．中枢・拠点都市の交通 ～行きやすく回遊性の高い都市のために 

 

(1)現状と課題～公私の交通間や公共交通機関間の役割分担と連携が課題 

拠点都市においても、郊外への人口移動による都市の広域化によって、休日の

買物等をはじめ、通勤、通学等の日常的な交通をマイカーに依存する傾向が強ま

り、公共交通機関の利用者数は全般的に停滞ないし減少傾向にあるとともに、朝

夕の通勤・通学時の交通渋滞を招き、都市機能や都市生活に支障をきたしてきて

いる。 

特に、都心への流入口等を中心とした慢性的な交通渋滞や郊外バスの長距離運

行、混雑による長い乗降時間等による路面電車やバスの定時性・速達性の低下が

大きな課題となっている。 

アンケート結果においては、まちの中心部における交通渋滞の解消策は、人口

５万人以上の自治体の約８割で取組みがなされており、その内容としては、環状

道路、バイパスなどの整備、100 円循環バス等の導入等の公共交通機関の整備が

多く、これらの施策を併用している場合も多い（図表Ⅰ－４－４－１）。 

こうした中、通勤・通学等の日常生活を支える交通については主として公共交

通が、物流・業務等の経済活動を支える交通については私的交通（マイカー等）

がそれぞれ主要な役割を担うといった公私の交通の役割を有効に発揮しうる総合

的な交通体系の実現が求められている。 

このため、公私の交通間や各公共交通機関間の役割分担を明確化するとともに、

鉄軌道・バスの都市型サービスのレベルアップや関係交通事業者と関係行政機関

等との連携強化によるネットワークづくりにより、私的交通（マイカー等）に依

存している通勤、通学等の日常を支える交通について、公共交通への転換を促進

することが求められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表Ⅰ－４－４－１：まちの中心部における交通渋滞の解消策 
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ロードプライシングなど自家用自動車の流入規制

環状道路、バイパスなどの整備

公共交通機関の整備（１００円循環バス等の導入）

パーク・アンド・バスライド駐車場等の整備

中 心 部 に お け る 歩 行 空 間 の 創 出

中 心 部 に お け る 駐 車 場 の 抑 制

その他

（市町村数）

約 ８割 （ 1 8 市 ） で 取 り 組 み  

 

（複数回答） 
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 (2)検討の視点と具体的施策の方向 

 

①交通結節点までを行きやすく 

中枢・拠点都市においては、都市の広域中枢機能を発揮するため、鉄軌道のな

い地域への新線の整備や、都市圏在来鉄道において、運行頻度の増加、速達性の

向上など都市型サービスのレベルアップを進めるとともに、交通結節点における

連携・改善等のシームレス化を進めることにより、通勤・通学時に１０分以上待

たずに乗れて都心まで１時間以内に到達できる快速で快適な通勤ネットワークの

実現を図る必要がある。 

また、既存駅の徒歩圏によりカバーされていない地域で、近年、住宅地・商業

地の集積が進展し、今後も十分な鉄道需要が見込まれる箇所を中心に新駅の設置

を検討していく必要がある。 

さらに、パークアンドライドについては、交通結節点及び郊外駅において重層

的に整備を進める必要があり、自治体等地域による新たな支援策についても検討

すべきである。 

郊外から交通結節点までの公共交通サービスの充実・強化に向けた具体的施策

の方向は以下のとおり。 

 

1)都市圏鉄道の本数増、高速化等の機能強化 

（都市圏在来鉄道の機能強化に向けての環境整備の検討） 

アンケート結果においては、地方鉄道の活性化に関する課題として、補助制度

の充実や駅・駅周辺の整備を挙げる自治体が多く、国や県などの積極的な支援を

求める声が強い（図表Ⅰ－４－４－２）。 

このため、国においても、地方鉄道の機能強化・活性化に向けての環境整備の

検討を行う必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表Ⅰ－４－４－２：地方鉄道の活性化に関する問題点・課題 
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補 助 制 度 の 充 実

観 光 と の 連 携

本 数 増 加 ・高 速 化

駅 ・駅 周 辺 整 備

バ リ ア フ リ ー 化

事 業 者 と の 連 携

そ の 他

（市 町 村 数 ）

★ 欠 く こ と の で き な い 公 共 交 通 機 関 と し て の 位 置 づ け

★ 沿 線 の 市 町 村 の 連 携 や 、 国 や 県 な ど の 積 極 的 な 支 援 が 必 要

★ 欠 く こ と の で き な い 公 共 交 通 機 関 と し て の 位 置 づ け

★ 沿 線 の 市 町 村 の 連 携 や 、 国 や 県 な ど の 積 極 的 な 支 援 が 必 要  
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2)新駅の設置等に関する調査・検討 

 

3)交通結節点及び郊外駅におけるパークアンドライドの重層的整備 

※岡山市の事例（再掲：事例Ⅰ－４－３－２） 

 

②交通結節点から都心へ行きやすく 

都市の拠点性を高めるためには、周辺部から都心部への移動の速達性の向上が

不可欠であり、近づきやすく、行きやすい都心を目指して交通結節点から都心へ

の公共交通によるアクセスの速達性・利便性の向上を図る必要がある。 

このため、関係行政機関、事業者、地域住民等の協力・連携のもと、バスや路

面電車の走行環境の改善を引続き進めるほか、路面電車については、交通結節点

から都心への速達性の向上に資する路線の付け替え、直進ルート化や、都心周辺

部における回遊性の向上等に資するような路面電車の拡充とこれに伴う路線の再

編（循環路線化等）について、自治体の厳しい財政状況の中、既存の交通基盤を

最大限に活用する観点から、早急に関係者間でその有効性や実現可能性について

の調査・検討を行う必要がある。 

また、バスにあっては、現在の一点集中型のバス交通体系を見直し、路線の再

編等効率的な運行による速達性・定時性の向上、都市型輸送サービスの構築を図

る必要がある。このため、鉄道との交通結節点等における新たなバスターミナル

の必要性等について、関係者間で調査・検討を行う必要がある。 

交通結節点から都心への公共交通によるアクセスの強化に向けた具体的施策の

方向は以下のとおり。 

 

1)バス専用レーンの整備・徹底、ＰＴＰＳ※51・路面電車優先信号（電車版ＰＴＰＳ）

の拡充等、路面電車・バスの走行環境の整備 

※国道５４号線の広島市安佐北区深川～中区基町間１１．９ｋｍに平成１５年

３月から導入された公共交通優先信号システム（ＰＴＰＳ）により、同区間のバ

スの平均走行時間が５分以上短縮されるなど効果があがっている（事例Ⅰ－４－

４－１）。 

このように走行環境の改善は、公共交通の利便性向上、ひいては利用者の増加

に効果的と考えられ、今後も導入効果や道路交通に与える影響等を踏まえながら、

バス専用レーンや路面電車優先信号等の導入拡大に向けて、関係行政機関間で検

討を行う必要がある。 
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2)電停の整理統廃合、路線の付け替え（直進ルート化）、ＩＣカード共通乗車券の導

入等運賃収受方法の見直し等による路面電車の速達性の向上（調査・検討） 

 

3)路面電車の延伸・路線再編（循環路線化）やＬＲＴの都市圏鉄道への乗り入れ等

に関する調査・検討、路面電車への低床式車両導入（車両の大型化）への支援等

によるＬＲＴを軸としたまちづくりの推進 

※富山市では、第三セクターがＪＲ西日本から富山港線を譲り受け、低床式車

両を導入した上で、一部軌道を新設し、平成１８年度に運行開始を予定している。

将来は富山地方鉄道の路面電車と接続して、周遊性を高め、中心市街地の活性化

や観光振興に結びつける狙いである（事例Ⅰ－４－４－２）。 

このように、路面電車という既存の交通資源を有効活用し、それを軸としたま

ちづくりに向け、関係行政機関、地元自治体、事業者、地元商工関係者、ＮＰＯ

等により、具体的な調査・検討を行う必要がある。 

 

4)複雑なバス路線の見直し等によるバスの効率的な運行 

（交通結節点におけるバスターミナルの新設等による郊外線・市内線の整理等

に関する調査・検討） 

 

③都心部における回遊性・賑わいを創出する交通 

都市活性化のためには、都心の回遊性・賑わいを創出する交通が求められてお

り、安全で快適な歩行者・自転車空間の整備等とあわせ、循環系の交通の導入や

路面電車等公共交通機関の観光資源としての活用についても検討すべきである。 

都心部における回遊性・賑わいを創出する交通の実現に向けた具体的施策の方

向は以下のとおり。 

 

1)快適な歩行空間の整備等の施策とあわせた都心循環バスの導入 

※福岡市においては、ＪＲ博多駅と都心部の商業施設等とを結ぶ１００円バス

が運行され、都心部の回遊性を高める上で効果があった（事例Ⅰ－４－４－３）。 

※また、広島市では、平成１５年度に、期間限定で都心部の美術館等観光施設

を回る循環バス（観光ガイド購入者に限定した無料利用）が運行された（事例Ⅰ

－４－４－４）。 

今後は、都心部の回遊性を高めるために、このような循環系の交通の導入の検

討を行うべきである。 
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2)都心の一定区域への自動車流入抑制策（ロードプライシング※52 等）の導入検討 

※アンケート結果においては、中国地方の都市においても、交通渋滞の解消策

として、ロードプライシングや１人乗り自家用自動車の流入規制を検討している

自治体がある。 

こうしたことから、ロンドン等の事例（事例Ⅰ－４－４－５）も参考に、利用

する交通機関を自家用車から転移させるための受け皿としての公共交通機関の整

備と魅力の増進を進める施策全体の中で、ロードプライシング等の導入について

も、国の関係行政機関や地元自治体等において、共同して調査・検討していく必

要がある。 

 

3)歩行空間の創出と両立した公共交通アクセスの整備、公共交通機関の観光資源と

しての活用（トランジットモール※53 の導入検討等） 

※アンケート結果においては、中国地方の都市でもトランジットモールの導入

を検討している自治体は、人口５万人以上の都市のうち６都市あり（再掲：図表

Ⅰ－４－４－１）、ドイツ・カールスルーエの事例（事例Ⅰ－４－４－６）など

も参考に、導入に向けて、国の関係行政機関や地元自治体等において、共同して

調査・検討していく必要がある。 

 

4)環境定期券の創設・拡充（休日の家族割引き）等、公共交通への利用転換策の実

施による都心部への自家用車の流入の抑制 

※広島市の事例（再掲：事例Ⅰ－３－７－１２） 

 

④都市圏全体における計画的な交通体系の構築 

自治体の厳しい財政状況の中、都市圏全体の交通のシームレス化の実現を効率

的に図っていくためには、①郊外から交通結節点までの交通、②交通結節点から

都心までの交通、③都心部内交通の各交通毎の整備について、都市圏全体の交通

体系におけるそれぞれの位置づけを明確にし、それぞれが整合性を保ちつつ、整

備される必要があり、このため、都市圏全体における計画的な交通体系の構築に

ついて、総合的に調査・検討を行っていく必要がある。 

なお、その際には、既存の計画等についても、財源の確保や、需要や収支など

の面から再検証を行い、交通モードの変更や公共交通相互の連携について見直し

を行う必要がある。 
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５．都市間の交通 ～ネットワーク化で都市から都市へ自由自在に 

 

(1)現状と課題～接続・連絡の改善などによるネットワーク化が課題 

 

①陰陽間の鉄道の高速化等の遅れ 

山陽側は新幹線による高速化が実現し、山陰側でも一部を残し在来線の高速化

がなされているが、陰陽間の高速化・機能強化等が課題である。 

 

②地方都市間を結ぶネットワークの弱さ 

高速バス網については、拠点都市とその他の都市とを結ぶ路線が、路線数・便

数ともに充実し、拠点都市を中心としたネットワークが形成されており、拠点都

市のバスターミナルにおいては、高速バス便の乗入れ車両の増加や多方面化によ

り乗降場が輻輳している一方で、地方都市間を結ぶネットワークの弱さが課題と

なっている。 

 

③高速バスと地域内交通との接続の不便 

高速バス等幹線交通と地域内交通（二次交通）との接続がなされていない場合

が多く、地域内交通をも含めたネットワーク化が求められている。 

 

④空港へのアクセス利便性の向上 

中国地方の空港へのアクセスについては、核となる都市からのアクセスの充実

強化とともに、遠隔地や小規模な都市からのアクセスの確保等が課題となってい

る。 

 

⑤四国・九州方面への旅客船の割高感等 

本州四国間の架橋に合わせた高速道路の整備等により、四国・九州方面の高速

バス路線の充実が進むなか、四国・九州方面への航路については、料金面での割

高感などサービス面で課題がある。 

 

⑥陸海空の幹線交通相互の連絡の不便等 

陸海空の幹線交通相互については、各ターミナルが分散し、連絡も不十分であ

るなど必ずしもネットワーク化がなされておらず、新たな結節点の整備や各拠点

間の連絡の改善が課題となっている。 
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(2)検討の視点と具体的施策の方向 

 

①都市間をスピーディーに 

都市間の鉄道については、特に陰陽間の都市間所要時間を短縮するため、それ

ぞれの路線の状況も勘案しつつ、高速化を進める必要がある。その他、在来線の

利便性の向上を図る必要がある。 

なお、現在技術開発が進められているフリーゲージトレイン※54 については、整

備効果等を検証しつつ、鉄道事業者と十分調整し、具体的な事業化方策について

検討する。 

また、買物需要等にも対応した都市圏間の速達列車の新設等を図る必要がある。 

さらに、新幹線駅等におけるパークアンドライド駐車場の整備拡充を図る必要

がある。 

都市間鉄道の速達性・利便性の向上に向けた具体的施策の方向は以下のとおり。 

 

1)陰陽間の鉄道の高速化等の機能強化 

※鳥取県内の山陰線・因美線等の高速化が行われ、山陰及び陰陽間の都市間の

平均所要時間の大幅な短縮が図られた結果、特急・快速列車の増客につながり、

活性化が図られた（事例Ⅰ－４－５－１）。 

このように、鉄道の高速化等の機能強化により、地域間交流の拡大と地方鉄道

の活性化を図る必要がある。 

 

2)フリーゲージトレイン（新幹線直通運転）の導入の検討 

 

3)在来線の車両増、ダイヤ接続の改善等 

 

4)都市圏間の快速列車の新設等 

 

5)新幹線駅等におけるパークアンドライド駐車場等の整備 

※ＪＲ西日本においては、各新幹線駅においてパークアンドライド駐車場の整

備を行っているが（事例Ⅰ－４－５－２）、駐車容量が不足している駅もあり、

地域による支援等の検討を行う必要がある。 

 

②高速バス等で地方都市間をネットワーク化 

現在の高速バスの都市間ネットワークは、拠点都市を中心としたネットワーク

となっているが、高速道路の整備を踏まえ、路線の新設や、既存路線の接続・連
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携の強化、乗合タクシーの活用の検討等により、地方都市間の短絡的な移動手段

の確保を図る必要がある。 

地方都市間のネットワーク化に向けた具体的施策の方向は以下のとおり。 

 

1)高速バスストップにおける高速バス路線相互の接続の改善 

 

2)高速バス路線の乗継ぎ運賃等の導入検討 

 

③高速バスと域内バス等をネットワーク化 

高速バスストップに地域バスターミナルやパークアンドバスライド駐車場を併

設すること等により、高速バスと地域内交通（二次交通）との接続の改善を図る

必要がある。 

高速バスと地域内交通との接続の改善に向けた具体的施策の方向は以下のとお

り。 

 

1)高速バスストップへの地域バスターミナルやＰ＆Ｒ駐車場の併設 

※舞ロード千代田（再掲：事例Ⅰ－４－１－８） 

 

④空港へのアクセスを便利に 

中国地方の各空港の利用客数は増加を続けていることから、各空港へのアクセ

スについて、空港連絡バス等の既存のアクセスの利便性の向上を図るほか、空港

と小規模都市等との間のアクセスの確保を図る必要がある。 

また、核となる大都市から空港へのアクセスについては、既存のリムジンバス

の利便性の向上を図るとともに、定時性、速達性、大量輸送性に優れる鉄道アク

セス等の新たな大量交通機関の整備についても、事業の費用対効果等の観点から、

調査・検討を進める必要がある。 

空港へのアクセス利便性の向上に向けた具体的施策の方向は以下のとおり。 

 

1)既存アクセス（空港連絡バス等）の利便性向上 

（車両大型化、本数増、定時性の向上等） 

 

2)小規模都市からのアクセスの確保 

（空港連絡バスと高速バスとの接続拡大、乗合タクシーの導入） 

※萩市内～山口宇部空港乗合タクシー 

山口県の萩近鉄タクシー㈱においては、萩市内・山口宇部空港間の乗合タクシ
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ーサービスを行っている。料金は萩市内から一律３０００円で、ドア・ツー・ド

アのアクセスとして、空港利用者から好評である（事例Ⅰ－４－５－３）。 

このように、バス等の大量・中量輸送機関のない都市からのアクセスとして乗

合タクシーの導入を図るべきである。 

※山陽自動車道の高坂ＢＳ（バスストップ）においては、広島空港リムジンバ

スと高速バスとの乗換えが可能となっている（事例Ⅰ－４－５－４）。 

このような高速バスとの結節により、多方面へのアクセスを確保するとともに、

ダイヤの接続や乗継ぎ運賃等の導入を検討することにより、利便性の向上を図る

必要がある。 

 

3)大都市からのアクセスの充実 

（鉄道アクセス等の新たな大量交通機関の整備についての検討） 

 

⑤旅客船でも都市から都市へ 

中国と四国・九州地方とを結ぶ旅客船航路については、高速化や運賃割引サー

ビスの拡大等による優位性の向上を図る必要がある。 

旅客船の利便性の向上に向けた具体的施策の方向は以下のとおり。 

 

1)高速船の導入、高速化 

 

2)複数航路の割引サービスの拡大 

※広島・呉～松山、松山～別府、別府～柳井・広島の３つの高速船航路（西瀬

戸トライアングル航路）においては、トライアングルの周遊等が容易となるよう

な周遊割引切符を発売している(事例Ⅰ－４－５－５）。 

こうした取組みなどにより、他の交通機関等に対する運賃面等での優位性を向

上させることが必要である。 

 

⑥陸海空の交通を総合ネットワーク化 

ネットワーク補完関係にある鉄道と高速バス等の結節の改善を図るほか、陸海

空の拠点相互の連絡強化や、各モード間の交通結節点の整備等により、陸海空の

交通の総合的なネットワーク化を図ることが必要である。 

陸海空の交通の総合ネットワーク化に向けた具体的施策の方向は以下のとお

り。 
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1)鉄道と高速バス等との結節の改善 

（鉄道駅等と高速バス乗降場との近接化） 

 

2)鉄道駅等と拠点港等との連絡アクセスの強化 

（鉄道駅等と拠点港との直通アクセスの設定、路面電車等の既存のアクセスの

強化） 

※松山観光港と松山駅等松山市内とのアクセスにおいては、直行のリムジンバ

スが運行開始されている（事例Ⅰ－４－５－６）。 

このように、市内の鉄道駅等と拠点港との間を直結するアクセスの導入を検討

するほか、拠点間を繋ぐ路面電車等の既存のアクセスの強化（車両の大型化によ

る輸送力の増強や路線の付け替え、公共交通優先信号の導入等による速達化）に

より、観光客等の利便性を向上させることが必要である。 

 

3)鉄道駅が沿岸にある地域等における新たな海陸結節点の整備検討 
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５．具体的施策の実現に向けて ～広範な連携により公共交通全体の活性化を 

 

(1)各主体の役割に関する基本的な考え方 

以上述べてきた具体的な施策を実現していくために、各主体が担うべき役割に

関する基本的な考え方については、以下のとおり。 

 

①国（運輸局）～ナショナル・ミニマムの維持と広域地域交通の調整役 

国（運輸局）においては、ナショナル・ミニマムを維持する観点から、広域的・

幹線的な地方バス交通や離島航路への補助や、安全、環境、バリアフリー等に対

する事業者の投資への支援等を引続き行っていくほか、地域の公正な行司役とし

て、地域交通に関する地域の抱える課題について、関係者間の調整や必要な需要

調査等を行う等の側面的な支援を行っていくことが必要である。 

特に、広域的な自治体や複数の事業者にまたがる課題であり、かつ、ＩＴ化、

交通バリアフリー、環境対策等の専門的な知見も必要とされる新たな行政課題や

全国的な観点からの水準の達成が必要な行政課題については、そのとりまとめ役

としての役割が期待される。 

さらに、運輸局においては、全国的な先行的取組み事例に関する情報等を蓄積

し、それらをノウハウとして地域に発信したり、地域のニーズを国の制度改善に

結びつけるなど、国と地域との「つなぎ役」としての役割も期待される。 

なお、交通まちづくりや都市部の渋滞問題等の解決のために、今後は、公共交

通部門と道路部門、まちづくり部門、警察部門等の関係機関相互のより一層の密

接な連携が必要である。 

 

②地方自治体～シビル・ミニマムの確保と地域内交通課題への対応の主役 

まず、基礎的な自治体である市町村においては、地域住民の生活交通の確保（シ

ビル・ミニマムの確保）のための支援（補助等）や、新たな交通システムの導入

などの実施主体としての役割が期待される。また、広域合併等に伴い、シビル・

ミニマムの見直しを含む新たな地域内交通体系の再構築を行っていく必要があ

る。特に、中山間地域や島しょ部における効率的な交通ネットワークの構築は喫

緊の課題である。 

次に、広域的自治体である県においては、シビル・ミニマムの確保について、

広域的なネットワーク維持の観点からの支援を行うとともに、複数の市町村にま

たがる広域的な（交通圏全体としての）交通ネットワークの見直しについての調
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整を行う必要がある。 

 

③交通事業者～新たな連携と共同化による公共交通全体のパイの拡大 

交通運輸分野においては、２．の冒頭で記述したとおり、各モードで需給調整

規制の撤廃を柱とする規制緩和を行ったところであり、競争によるサービスの多

様化や交通運輸事業の活性化が求められている。 

しかし、一方において、公共交通機関の利用者は減少を続けており、２．(4)で

記述したとおり、人口減少などを背景として地域内々を中心として今後も需要は

基本的には減退をしていくものと見込まれている。 

こうした中、いかにマイカー等から公共交通への利用転換を促し、また、観光、

買物等の新規需要を創出していくかが交通運輸事業全体の課題となっており、今

後は、フリーチケットの導入など交通事業者間の新たな連携と共同化による公共

交通全体の「パイ」の拡大（ないし下げ止まり）に向けた取組みが求められてい

る。 

このため、事業者団体等も有効に活用しながら、同一エリアの交通事業者間に

おいて、公共交通全体の活性化に向けた具体的方策についての検討が行われるべ

きである。 

 

④地域住民・ＮＰＯ等～新たな公益の担い手 

これからの公共交通は、地域住民の理解と協力がなければ成り立っていかない

との観点から、地域住民のニーズを交通事業（交通サービス）に反映させていく

こと等が必要である。 

このためには、地域住民のニーズ等を把握・集約し、交通事業者へ改善等を提

言していく主体が必要であり、この点、ＮＰＯ等の市民団体・公益団体等が、行

政等とも連携しつつ、このような新たな公益の担い手としての役割を担うことが

期待される。 

また、３．－４で記述したとおり、公共交通に対する意識の向上・醸成の観点

からは、公共交通の利用促進のための取組み等に地域住民が積極的に参加してい

くことが望ましいが、このような取組みに関し、行政と地域住民との間に立って、

取組み全体をコーディネートしていく役割も期待される。 

さらに、中山間地域等においては、地域住民自らが、地域の生活交通の確保を

主体的に担っていくような必要が生じており、この際には、ＮＰＯのほか、地域

の町内会、社会福祉団体等が地域のボランティア等を組織化したり、地域の交通

事業者への委託等の主体となったりすることが求められる。 
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⑤学識経験者・大学～地域課題解決の専門的見地からのコーディネーター 

学識経験者・大学等については、地域が抱える交通課題の解決のため、行政や

ＮＰＯ等とも連携し、専門的な知見からの地域のコーディネーター役としての役

割が期待されるほか、行政や民間企業等とも連携し（産・官・学・民の連携）、

地域の交通課題の解決のための調査・研究等を地域とともに行っていくとともに、

専門的な知見・ノウハウを提供していくことが求められる。 

 

⑥地域の企業・学校・商業施設等、経済・商工団体等 

～地域振興の担い手として、異業種間連携のコアに 

これからの公共交通は、地域により支援され、また、地域の活性化に寄与する

ものでなければ生き残れない、との観点から、地域経済・文化活動の主体である

地域の企業・学校・商業施設等と交通事業者との連携が、今後、不可欠のものと

なってくると考えられる。 

そうした中、地域の経済・商工団体等においては、行政とも連携しつつ、地域

経済の交通事業に対する期待や要望をとりまとめ、反映させることにより、交通

事業を地域経済の重要な基盤・装置の一つとして取り込んでいく役割が期待され

る。 

特に、今後、中心市街地の活性化や観光振興等と交通事業との連携を図ってい

く上で、これら経済・商工団体等が異業種間連携の「つなぎ役」、又は、「連携

のコア」として果たしていく役割は高まるものと考えられる。 

 

(2)広範な連携の拡大に向けた体制づくり 
～地域で支え、地域を支える公共交通の実現のために 

以上述べてきたとおり、公共交通全体の活性化のためには、各主体がそれぞれ

の役割を最大限発揮しつつ、各主体間の広範な連携の拡大が不可欠であり、公共

交通を地域で支え、また、地域を支える公共交通の実現のために、(1)①～⑥の広

範な関係者で組織される地域における枠組みづくり～地域交通に関する企画・立

案・実施・評価までを行う協議会や交通管理組合のような組織体制づくり～が検

討されるべきであり、国においても、当該協議会等で計画・策定された具体的な

取組みに対して、予算等の重点的な配分を行う等の支援を実施するとともに、既

存の法令等制度の適用の特例化や、運用の弾力化を行えるような制度の創設等が

検討されるべきである。  
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